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１．医師偏在是正に向けた総合的な対策パッケージの骨子案について
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「経済財政運営と改革の基本方針2 0 2 4」（令和６年６月 2 1日閣議決定）【抜粋】 

第３章 中長期的に持続可能な経済社会の実現～「経済・財政新生計画」～

３．主要分野ごとの基本方針と重要課題

（１）全世代型社会保障の構築

（医療・介護サービスの提供体制等）
（前略）

医師の地域間、診療科間、病院・診療所間の偏在の是正を図るため、医師確保
計画を深化させるとともに、医師養成過程での地域枠の活用、大学病院からの医
師の派遣、総合的な診療能力を有する医師の育成、リカレント教育の実施等の必
要な人材を確保するための取組、経済的インセンティブによる偏在是正、医師少
数区域等での勤務経験を求める管理者要件の大幅な拡大等の規制的手法を組み合
わせた取組の実施など、総合的な対策のパッケージを 2024 年末までに策定する。
あわせて、2026 年度の医学部定員の上限については2024 年度の医学部定員を
超えない範囲で設定するとともに、今後の医師の需給状況を踏まえつつ、2027 
年度以降の医学部定員の適正化の検討を速やかに行う。
（後略） （太字、下線は加筆）
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少子高齢化が進展する中、持続可能な医療提供体制の構築に向け、地域間・診療科間の医師偏在の是正を総合的に推進する。

２０２７年度２０２６年度２０２５年度２０２４年度対策

◆人口や医療アクセス状況等を踏まえ、都道府
県における医師偏在の是正プランの策定、国
における重点的な支援対象区域の選定。

①医師確保
計画の深化

◆ 医師少数区域等での勤務経験を求める管理
者要件の大幅な拡大、外来医師多数区域の都
道府県知事の権限強化、保険医制度における
取扱い等の規制的手法を検討。

②医師の
確保・育成

◆ 臨床研修の広域連携型プログラムの制度化。

◆ 中堅以降医師等の総合的な診療能力等に係
るリカレント教育について、R７年度予算要求。

◆ 医師多数県の臨時定員地域枠の医師少数県
への振替を検討。

◆地域医療介護総合確保基金等による重点的
な支援区域の医療機関や処遇改善のための経
済的インセンティブ、当該区域への医師派遣等
を行う中核的な病院への支援、全国的なマッチ
ング機能の支援等を検討。

③実効的な
医師配置

◆ 大学病院との連携パートナーシップについて、
都道府県・大学病院にヒアリング等を行い、対
応を検討。

医師偏在是正に向けた総合的な対策

都道府県・大学病院と
協議、パートナーシップ
のプランの内容整理

「第８次医師確保計画（後
期）ガイドライン」策定

「第８次医師確保計画（後
期）」策定

「第８次医師確保計画（後
期）」開始

「第８次医師確保計画（後

期）」にプランを反映
プラン開始

改正法令
施行

各医療機関でプログラム
作成、研修医の募集・採用

プログラム開始

医師少数県の臨時定員地域枠の拡充

リカレント教育事業開始

必要に応じて

法令改正

地域医療介護総合確保基金等
による財政措置

①医師確保計画の深化・②医師の確保・育成・③実効的な医師配置を柱として、2024年末までに総合的な対策のパッケージ
を策定し、これらを組み合わせた医師偏在是正に係る取組を推進する。

＜総合的な対策パッケージの骨子案＞

近未来健康活躍社会戦略
（令和６年８月30日厚生労働省）
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医師偏在是正に向けた総合的な対策パッケージの骨子案の主な論点

主な論点

① 医師確保計画の実効性
■ 都道府県が医師偏在是正に主体的に取り組み、国は都道府県をサポートする仕組みを検討すべきではないか。

② 医師の確保・養成
■ 医師少数区域等での勤務を後押しするため、医学生・若手医師の地域への理解・意識を涵養し、地域での活躍を推進するとと

もに、臨床研修の広域連携型プログラムの制度化、医師少数区域等での勤務経験を求める管理者要件の対象医療機関の大幅な拡
大を検討すべきではないか。

■ 外来医師多数区域における新規開業希望者に対する医療機能の要請等の現行の仕組みをより実効力のあるものとする等の規制
的手法について、医療法等における位置づけを含めて検討すべきではないか。

■ 保険医制度の中で、保険診療の質を高めつつ医師の偏在是正に向けて、どのような方策が考えられるか検討すべきではないか。
■ 地域の医療需要や働き方改革推進の観点から、より一層の対応が必要な診療科の医師について、インセンティブを高める方策

についてどのように考えるか。
■ 医師少数区域等で勤務することも念頭に、中堅以降医師等の総合的な診療能力等に係るリカレント教育を推進すべきではない

か。
■ 医師養成過程や診療報酬を通じた対策についても、医師偏在是正の観点から検討すべきではないか。

※ なお、骨太方針2024においては「今後の医師の需給状況を踏まえつつ、2027年度以降の医学部定員の適正化の検討を速やかに行う。」とされている。

③ 実効的な医師配置
■ 新たに選定する重点的な支援対象区域（都道府県において医師偏在対策に重点的に取り組む支援対象区域）における開業・承

継の支援や、経済的インセンティブを含め、医師の勤務意欲につながる方策について検討すべきではないか。
■ 新たに選定する重点的な支援対象区域に医師派遣等を行う大学病院等の中核的な病院への支援や、全国的なマッチング機能の

支援等を検討すべきではないか。

④ 実施に向けて
■ ①～③の取組を推進していく上で、規制的手法はもとより、経済的インセンティブとして、どのような対応が必要か。経済的

インセンティブによる偏在是正を進めるにあたっては、国や地方のほか、保険者等からの協力を得るなど、あらゆる方策を検討
すべきではないか。

■ ①～③の取組を国、地方、医療関係者、保険者等がどのように協力して実施していくべきか。

令和６年９月５日 第１回厚生労働省
医師偏在対策推進本部資料より
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新たな地域医療構想等に関する検討会 開催要綱

新たな地域医療構想等に関する検討会 開催要綱（抜粋）

１．目的
○ 地域医療構想は、中長期的な人口構造や地域の医療ニーズの質・量の変化を見据え、医療機関の機

能分化・連携を進め、良質かつ適切な医療を効率的に提供できる体制の確保を目的としている。
○ 本検討会は、現行の地域医療構想が2025年までの取組であることから、新たな地域医療構想につい

て、2040年頃を見据え、医療・介護の複合ニーズを抱える85歳以上人口の増大や現役世代の減少に対
応できるよう、病院のみならず、かかりつけ医機能や在宅医療、医療・介護連携等を含め、地域の医
療提供体制全体の地域医療構想として検討することを目的に開催するものである。

２．検討事項
（１）新たな地域医療構想の策定及び施策の実施に必要な事項
（２）医師偏在対策に関する事項（医師養成過程を通じた対策を除く）
（３）その他本検討会が必要と認めた事項

岡山県鏡野町健康推進課長石原 靖之

一般社団法人日本医療法人協会会長代行伊藤 伸一

公益社団法人全日本病院協会会長猪口 雄二

奈良県立医科大学教授今村 知明

公益社団法人日本医師会常任理事江澤 和彦

学習院大学長遠藤 久夫○
一般社団法人全国医学部長病院長会議地域の医療及
び医師養成の在り方に関する委員会委員長

大屋 祐輔

一般社団法人日本病院会副会長岡 俊明

九州大学名誉教授尾形 裕也□
一般社団法人未来研究所臥龍代表理事/兵庫県立
大学大学院特任教授

香取 照幸

健康保険組合連合会専務理事河本 滋史

公益社団法人日本精神科病院協会常務理事櫻木 章司

国際医療福祉大学大学院教授高橋 泰

福島県保健福祉部次長（保健衛生担当）玉川 啓

慶應義塾大学経済学部教授土居 丈朗

公益社団法人全国老人保健施設協会会長東 憲太郎

産業医科大学教授松田 晋哉

公益社団法人全国自治体病院協議会会長望月 泉
富山県魚津市民生部参事兼魚津市健康センタ－所長森山 明
認定NPO法人ささえあい医療人権センターCOML
理事長

山口 育子

公益社団法人日本看護協会常任理事吉川 久美子

（敬称略、五十音順）
＜新たな地域医療構想等に関する検討会 構成員＞

○：座長、□：座長代理 ※ 必要に応じて参考人の出席を要請

令和６年９月５日 第110回社会保障審議会医療部会 資料２
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医師養成過程を通じた医師の偏在対策等に関する検討会 開催要綱

医師養成過程を通じた医師の偏在対策等に関する検討会 開催要綱（抜粋）

１．目的
○ 医師の偏在対策や需給については、「医療従事者の需給に関する検討会医師需給分科会」等で議論さ

れており、地域における医師確保の状況も踏まえながら、医学部臨時定員の在り方が検討されてきた。
○ その中で、医学部臨時定員については、医療計画の策定を通じた医療提供体制や医師の配置の適正化

と共に検討する必要があるため、「第８次医療計画等に関する検討会」等の検討状況を踏まえ検討する
必要があるとされた。

〇 その後、医療計画に関する検討が一定のとりまとめをされたことを踏まえ、地域枠をはじめとした医
師養成過程を通じた医師の地域偏在・診療科偏在について検討する。

〇 また、医師の偏在対策を検討するにあたり、医学部臨時定員の在り方についても一体的に検討するこ
ととし、本検討会を開催する。

２．検討事項
（１）医師養成過程を通じた医師偏在対策について
（２）医学部臨時定員の在り方等について

（敬称略、五十音順）

＜医師養成過程を通じた医師の偏在対策等に関する検討会 構成員＞

今村 英仁 公益社団法人日本医師会常任理事
印南 一路 慶應義塾大学総合政策学部教授

○ 遠藤 久夫 学習院大学長
小笠原邦昭 一般社団法人日本私立医科大学協会
神野 正博 四病院団体協議会（公益社団法人全日本病院協会副会長）
木戸 道子 日本赤十字社医療センター第一産婦人科部長

□ 國土 典宏 国立研究開発法人国立国際医療研究センター理事長
坂本 純子 認定NPO法人ささえあい医療人権センターCOML 委員バンク登録会員
野口 晴子 早稲田大学政治経済学術院教授
花角 英世 全国知事会
横手幸太郎 一般社団法人国立大学病院長会議特任委員

○：座長、□：座長代理 ※ 必要に応じて参考人の出席を要請

令和６年９月５日 第110回社会保障審議会医療部会 資料２一部改編
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２．医学部臨時定員の配分の考え方について
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これまでの主なご意見（抜粋）

10

○ 真に必要な臨時定員を検討することが重要であり、どの診療科でどの地域にどれだけ臨

時定員の配分が必要かを確定した上で考える必要がある。

○ 2026年度の医学部入学者が一人前の専門医となるのは2037年、今から13年後。その頃

の需給がどうなっているのか。13年後、20年後、医師少数県、多数県の分布や診療科偏

在の様子も大きく変わっているのではないか。もっと先を見据えて議論すべき。

○ 臨時定員が増えることによる教育の質の低下がないよう担保する方策を検討してほしい。

○ 医師多数県・少数県というくくりに加えて若手医師がどれぐらいいるかということも考

慮して配分すべきではないか。

○ 県が新たに臨時定員増を検討する場合、大学と県が調整するための時間の確保と、調整

先となる大学の情報提供をお願いしたい。

○ 修学資金を貸与する地域枠は財政負担と人的コストが大変多く発生するので、国からの

強力な財政支援をお願いしたい。

○ 修学資金の貸与を行って養成し従事要件のある医師において、都道府県間の交換を可能

にしていただきたい。

今後の臨時定員と地域枠の活用について



令和７年度医学部臨時定員の意向について、前回の配分方針に沿って臨時定員を配分した場合、
令和７年度医学部定員上限の範囲内に収まることから、当該方針に沿って配分可能となる見込み。

令和７年度医学部臨時定員の配分について

① 医師多数県の意向の調整
医師多数県については、医師少数県・中程度県と比較して、臨時定員として地域枠を確保する必要性が
低い一方で、大幅な変更は教育・研修・診療体制への影響等も考えられることから、その臨時定員につ
いては、原則として令和６年度臨時定員地域枠に0.8を乗じたものとした上で、③の調整を行う。

② 医師少数県の意向の調整
医師少数県については、医師多数県・中程度県と比較して、現状の医師が少ないだけでなく、若手医師
についても少ない傾向があることから、臨時定員地域枠の要件を満たしつつ、教育・研修体制が維持さ
れる範囲内で、医師多数県から削減等した定員数分を活用して、原則、令和６年度比増となる意向があ
る場合には、意向に沿った配分を行う。

③ 残余臨時定員数の意向の調整
①②の対応を行った上で、臨時定員総数が令和6年度臨時定員総数に達していない場合には、その範囲内

において※

－ 恒久定員100名あたり、恒久定員内地域枠を４名以上設置している等、更なる県内の偏在是正が必要
な都道府県については、
・医師多数県では、例えば令和６年度臨時定員地域枠の一割等、一部の意向を復元する
・医師少数区域のある医師中程度県では、令和６年度比増となる意向がある場合、医師少数区域等に
従事する枠となっているか等、地域枠の趣旨の範囲内で配分を行う

－ 臨時定員研究医枠の令和６年度比増希望がある場合には、その趣旨の範囲内で配分を行う。
※ 配分を行うにあたっては、臨時定員地域枠の要件を満たした上で、必要に応じて教育・研修体制、医師少数区域への地域枠医師の配置

状況や診療科選定の状況、若手の医師数、医師偏在指標の多寡、過年度の臨時定員地域枠充足率等についても考慮する。

令和７年度の医学部臨時定員の意向の配分・調整方法（第４回検討会で合意された配分方針）

各都道府県の令和６年度臨時定員地域枠数を基準として、以下①～③の順で調整を行う

第５回医師養成過程を通じた医師
の 偏 在 対 策 等 に 関 す る 検 討 会

令 和 ６ 年 ７ 月 ３ 日
資料１
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○ 人口10万対35歳未満医師数は、東京、岡山、和歌山、京都など医師多数県ほど多く、医師少数県ほど少ないが、秋田は全国平均
を上回っている。

人口10万人あたり35歳未満医師数と医師偏在指標

北海道

青森

岩手

宮城

秋田

山形

福島

茨城

栃木

群馬
埼玉

千葉

東京

神奈川

新潟

富山

石川福井

山梨

長野

岐阜

静岡 愛知

三重
滋賀

京都

大阪

兵庫

奈良

和歌山

鳥取

島根

岡山

広島
山口

徳島
香川

愛媛

高知

福岡

佐賀
長崎

熊本

大分

宮崎

鹿児島

沖縄
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師
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医師偏在指標

全国

※「医師・歯科医師・薬剤師統計」（令和４年）の医療施設従事医師数の人数を集計
※人口10万人あたりを算出するに当たっては、総務省「人口推計（2022年（令和４年）10月１日現在）」を使用
※令和６年１月10日更新の医師偏在指標を使用

→医師多数都府県医師少数県←

12

（人）



○ 都道府県別の医療施設従事医師数に占める35歳未満医師数の割合は、栃木、千葉、東京、岡山、和歌山が高く、医師多数県であっ
ても熊本、徳島は15％未満と低くなっている。

35歳未満医師数の割合と医師偏在指標

北海道

青森

岩手
宮城

秋田

山形福島

茨城

栃木

群馬

埼玉

千葉 東京

神奈川

新潟

富山 石川

福井
山梨

長野

岐阜

静岡 愛知

三重

滋賀

京都

大阪兵庫

奈良

和歌山

鳥取

島根

岡山

広島
山口

徳島

香川

愛媛 高知

福岡

佐賀

長崎

熊本

大分

宮崎

鹿児島

沖縄

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

150.0 200.0 250.0 300.0 350.0 400.0

3
5
歳
未
満
医
師
数
の
割
合

医師偏在指標

全国

※「医師・歯科医師・薬剤師統計」（令和４年）の医療施設従事医師数の人数を集計
※令和６年１月10日更新の医師偏在指標を使用

→医師多数都府県医師少数県←
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医師少数県←

○ 人口10万対65歳以上医師数は、徳島、長崎、高知など医師多数県ほど多い傾向はあるものの、医師多数県であっても東京や沖縄
で全国平均を下回っている。

人口10万人あたり65歳以上医師数と医師偏在指標

北海道

青森

岩手 宮城

秋田

山形

福島

茨城

栃木

群馬

埼玉
千葉

東京

神奈川

新潟

富山

石川

福井

山梨

長野

岐阜静岡

愛知

三重

滋賀

京都

大阪
兵庫

奈良

和歌山
鳥取

島根

岡山

広島

山口

徳島

香川

愛媛

高知

福岡

佐賀

長崎

熊本

大分
宮崎

鹿児島

沖縄
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医師偏在指標

全国

※「医師・歯科医師・薬剤師統計」（令和４年）の医療施設従事医師数の人数を集計
※人口10万人あたりを算出するに当たっては、総務省「人口推計（2022年（令和４年）10月１日現在）」を使用
※令和６年１月10日更新の医師偏在指標を使用 14

（人）

→医師多数都府県



→医師多数都府県医師少数県←

65歳以上医師数の割合と医師偏在指標

北海道
青森

岩手

宮城

秋田

山形

福島

茨城

栃木

群馬

埼玉

千葉

東京

神奈川

新潟

富山
石川

福井
山梨

長野
岐阜

静岡

愛知

三重

滋賀
京都

大阪

兵庫

奈良

和歌山

鳥取

島根

岡山

広島

山口

徳島

香川

愛媛

高知

福岡佐賀

長崎

熊本

大分

宮崎

鹿児島

沖縄

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

150.0 200.0 250.0 300.0 350.0 400.0

６
５
歳
以
上
医
師
数
の
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合

医師偏在指標

全国

○ 都道府県別の医療施設従事医師数に占める65歳以上医師数の割合は、徳島、長崎、福島、山口が25％以上となっており、東京は
15％未満となっている。

※「医師・歯科医師・薬剤師統計」（令和４年）の医療施設従事医師数の人数を集計
※令和６年１月10日更新の医師偏在指標を使用 15



都道府県別の地域枠医師の配置状況【医師偏在指標順】

○ 医師少数県では、医師少数区域に地域枠医師を多く配置している県が複数見られる。
○ 一方、医師多数県では、医師少数区域への地域枠医師の配置がない県や、そもそも医師少数区域が存在しない

県もあるが、医師少数区域へ地域枠を配置し、地域枠を活用している都道府県も見られる。

※ 「＊」を付した沖縄県、大阪府、長崎県、鳥取県、奈良県、兵庫県、広島県、愛媛県、山梨県、富山県は、医師少数区域がない都道府県。
※ 卒後３年目以降の配置状況（義務履行期間猶予中のものを除く。）を集計。ただし、愛知県は専門研修終了後の医師、滋賀県は卒後６年目以降の医師の配置状況。 16
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少数区域配置割合 少数スポット配置割合 中程度区域配置割合

多数区域配置割合 不明

（令和６年度医学部臨時定員増に関する都道府県意向調査結果より）

※ 左からR６年度以降の医師確保計画に用いられている医師偏在指標が大きい都道府県順。

医師多数県 医師少数県



医師の確保に関する事項（第８次医療計画の見直しのポイント）

• 医師確保計画の策定において基礎となる、地域ごとの医師の多寡を統一的・客観的に比較・評価するための医師

偏在指標について精緻化等を行う。

• 地域の実情に応じて安定した医師確保を行うため、地域枠等の恒久定員内への設置、寄附講座の設置、地域にお

ける子育て医師等支援などを進める。

概 要

・ 三師統計で用いる医師届出票において、「従たる

従事先」に記載された医療機関が主たる従事先と異

なる医療圏である場合、医師数を主たる従事先では

0.8人、従たる従事先では0.2人として医師偏在指標

を算出する。
※分娩取扱医師偏在指標及び小児科医師偏在指標も同様

・ 新たに、地域の実情に応じた施策を検討する際に

活用することができるよう、勤務施設別（病院及び

診療所）の医師偏在指標を参考として都道府県に提

示する。

医 師 偏 在 指 標 の 精 緻 化 等

• 安定した医師確保を行うため、都道府県は、積極

的に恒久定員内への地域枠や地元出身者枠の設置

について大学と調整を行う。

• 特に医師少数都道府県においては、地元出身者を

対象として他都道府県に所在する大学にも地域枠

を設置し、卒前からキャリア形成に関する支援を

行うことで医師確保を促進する。

• 都道府県は、寄附講座の設置、派遣元医療機関へ

の逸失利益の補填に加えて、その他の既存の施策

を組み合わせることで、医師少数区域等の医師確

保を推進する。

• 地域の医療関係者、都道府県、市区町村等が連携

し、地域の実情に応じた子育て医師等支援に取り

組む。

恒 久 定 員 内 へ の 地 域 枠 等 の 設 置 促 進 等

令 和 ５ 年 度 １ 回 医 療 政 策 研 修 会

令 和 ５ 年 ５ 月 2 4 日

資料15

一部改変
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地 域 枠 及 び 地元出 身者枠 数につ いて（ R ６）

文部科学省調べ（速報値）（他県の大学に設置している地域枠・地元出身者枠の数

を含む。）（※なお、東北医科薬科大学の恒久定員内地域枠の一部は、複数の県の
いずれかの修学資金制度に申込むことを条件としており、本表に含まない。自治医

科大学の臨時定員23枠は、栃木県指定枠３枠を含み本表には含まない。）

黄：医師多数県

青：医師少数県
※現医師確保計画（R6年度）に

用いられている医師偏在指標による

臨時定員
〈地域枠〉

恒久定員
内

地元出身
者枠

恒久定員内地域枠

恒久定員
合計

都道府県
名

うち、地元
出身要件あ

り
全体

うち、地元
出身要件あ

り
全体

050911105滋賀

55022207京都

015000510大阪

1416003213兵庫

015000100奈良

1012002090和歌山

71905785鳥取

101701414100島根

44000215岡山

1515055105広島

1717000100山口

1212055100徳島

1414000100香川

1515055100愛媛

15150510100高知

55000430福岡

2600098佐賀

1622000100長崎

55033105熊本

1010033100大分

2202540100宮崎

2020000100鹿児島

1212055105沖縄

・恒久定員内地域枠：恒久定員のうち、当該都道府県内で卒後一定期間従事要件があり、具体的な従事

要件の設定や配置に地域医療対策協議会もしくは都道府県が関与するもの（一部地元出身要件あり。）

・恒久定員内地元出身者枠：当該都道府県での従事要件はないが、地元出身要件がある恒久定員

・臨時定員（地域枠）：当該都道府県での従事要件がある臨時定員（一部地元出身要件あり。）

第５回医師養成過程を通じた医師
の 偏 在 対 策 等 に 関 す る 検 討 会
令 和 ６ 年 ７ 月 ３ 日

資料１

18

臨時定員
〈地域枠〉

恒久定員
内

地元出身
者枠

恒久定員内地域枠

恒久定員
合計

都道府県
名

うち、地元
出身要件あ

り
全体

うち、地元
出身要件あ

り
全体

88077312北海道

272701536105青森

253700194岩手

770030183宮城

2429022102秋田

88056106山形

0470354385福島

3762034107茨城

010000110栃木

1818000105群馬

247000110埼玉

034005240千葉

20200551,397東京

252501627414神奈川

2577000100新潟

1212000100富山

010011215石川

510000105福井

242401515105山梨

020007105長野

252503385岐阜

068000105静岡

3232000409愛知

152001515105三重



医学部臨時定員の配分の考え方について

今後、医師の供給が需要を上回ってくることを踏まえ、医師増加のペースは見直しが必要となってい
る。そのため、医師多数県については、医師少数県・中程度県と比較して臨時定員における地域枠の
確保の必要性が低いことから、令和７年度の医学部臨時定員の配分においては、各医師多数県の県内
の偏在対策の必要性にも配慮しつつ、令和６年度と比較して一定数減じることとした。
一方で、医師少数県や一部の中程度県については、依然、臨時定員地域枠の設置の必要性が高いこと
から、令和６年度比増となる臨時定員の意向がある場合には、意向に沿った配分を行うこととした。

↓
令和８年度以降も、少なくともこの数年間は、医師の需給や都道府県の偏在の傾向について、推計よ
り大きく変わらないため、医学部定員の適正化の検討を進めていくことも踏まえつつ、医師多数県に
ついては臨時定員地域枠を一定数削減していく一方で、都道府県を超えた偏在是正が特に必要な医師
少数県・一部の中程度県については令和６年度比増となることも許容してはどうか。

臨時定員地域枠について（第５回検討会で示した考え方）

医師の地域間、診療科間、病院・診療所間の偏在の是正を図るため、2024 年末までに策定すること
としている総合的な対策のパッケージに関する具体的な議論や内容を注視しながら、医学部臨時定員
の配分について、以下のような方向性で議論してはどうか。

令和８年度医学部臨時定員の配分において、医師多数県については臨時定員地域枠を一定数削減
していく一方で、若手医師が少ない場合や医師の年齢構成が高齢医師に偏っている場合などは配
慮してはどうか。
令和８年度医学部臨時定員の配分において、令和８年度までに恒久定員内地域枠を一定程度設置
する等、更なる県内の偏在対策に取り組む都道府県については、配慮してはどうか。
医学部臨時定員の配分方針について、引き続き地域枠医師の医師少数区域・医師少数スポット等
への配置状況等を踏まえ、検討してはどうか。 19

医学部臨時定員の配分の考え方について



３．恒久定員内地域枠の活用について
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今後、医師の供給が需要を上回ってくることを踏まえ、医師増加のペースは見直しが必要
となっている。そのため、医師多数県については、医師少数県・中程度県と比較して臨時
定員における地域枠の確保の必要性が低いことから、令和７年度の医学部臨時定員の配分
においては、各医師多数県の県内の偏在対策の必要性にも配慮しつつ、令和６年度と比較
して一定数減じることとした。
一方で、医師少数県や一部の中程度県については、依然、臨時定員地域枠の設置の必要性
が高いことから、令和６年度と比較して臨時定員の意向の配分の増加を行うこととした。

↓
令和８年度以降も、少なくともこの数年間は、医師の需給や都道府県の偏在の傾向につい
て、推計より大きく変わらないため、医学部定員の適正化の検討を進めていくことも踏ま
えつつ、医師多数県については臨時定員地域枠を一定数削減していく一方で、都道府県を
超えた偏在是正が特に必要な医師少数県・一部の中程度県については令和６年度比増とな
ることも許容してはどうか。

医師養成過程での地域枠の活用について

臨 時 定 員 地 域 枠 に つ い て

恒久定員内地域枠については、既存の定員の中で、地域に必要な医師を安定的に確保する
ことに一定の効果があると考えられることから、改めてその必要性を認識し、他の実効性
ある偏在対策と併せて、その設置について調整を行うよう促すこととしてはどうか。
一方で、都道府県や大学の協議等の状況によっては、恒久定員内地域枠の設置が、まだ十
分に進んでいない場合もあることから、恒久定員内地域枠の設置が進んでいる都道府県と
大学の取り組みを確認し、好事例を広めてはどうか。

恒 久 定 員 内 地 域 枠 に つ い て

第５回医師養成過程を通じた医師
の 偏 在 対 策 等 に 関 す る 検 討 会

令 和 ６ 年 ７ 月 ３ 日

資料２
一部改

21



○ 宮崎県第７次医療計画（平成30～令和５年度）において、県内で新たに臨床研修を開始する研修医
の目標数が80名に設定されていること（別紙参照）、一方で医師の増加のペースは見直しが必要とさ
れていることを踏まえて、平成30年６月に宮崎大学における適切な医学部定員数や地域枠の定員数に
関する第１回WGを開催し、これ以降、本格的な検討が開始された。

○ 宮崎大学は宮崎県との議論や以下の分析結果（★）も踏まえ、令和４年度以降、医学部入学定員の
臨時定員地域枠の設置は行わず、恒久定員内に地域枠を新たに15名拡充した。具体的には地域枠A10
名（県内の高校卒業者：現役のみ）、地域枠B15名（県内の高校卒業者：既卒２年目まで）、地域枠
C15名（宮崎県を含む全国の高校卒業者：既卒２年目まで）を設置した。

★ 宮崎大学卒業生のうち、宮崎県内で臨床研修を行う割合は、県内の高校卒業者が「66％」に対し、
県外の高校卒業者は『15％』であった。※平成23～26年度卒業生 406名を対象に調査

→ キャリア形成プログラムの運用開始を踏まえ、地域枠C（＝全国枠）15名の拡充により、
県外の高校卒業者が宮崎県内で臨床研修・専門研修を受け、地域医療に貢献する体系へ

□ なお、本見直しに伴い、臨時定員増を行わないこととしたことから、令和４年度以降、医学部入学
定員は110名から100名となり、実習を含む専門科目を中心に、教職員の負担軽減や教育資源の確保
をはじめ、今後の学年進行にあわせて診療参加型臨床実習の指導にも質向上が期待される。

□ 地域枠の拡充にあわせてキャリア形成プログラム卒前支援の充実をはかり、地域枠入学生の地域医
療への意識・意欲の向上とあわせて、学業成績の向上も期待されている。※ 今後、詳細を分析予定

宮崎大学において恒久定員内地域枠を拡充した経緯等
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４．総合的な診療能力を有する医師の育成・リカレント教育について
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総合的な診療能力を有する医師の育成・リカレント教育について

2018年より総合的な診療能力を有する医師の専門性を評価する取組として、総合診療専
門医の養成が新たに開始された。
また、総合診療専門医については、医師を確保する観点等から、専攻医募集時の都道府県
別・診療科別募集定員上限設定（シーリング）の対象外となっており、その採用数は年々
増加している。
また、総合診療専門医を取得するための研修の指導医についても、特任指導医という形で、
一定の要件を満たした医師について、順次認定を行い、指導体制の充実が図られている。
今後の総合診療専門医の養成については、シーリングの在り方の検討も踏まえながら、引
き続き、地域で必要な総合的な診療能力を有する医師の確保ができるよう検討を行ってい
く。

大学にて総合的な診療能力を有する医師を育成・確保するための拠点を整備し、一貫した
指導体制のもと医師のキャリアパスの構築等を支援する事業を実施しており、令和６年度
は様々な地方の全国８大学が採択され、事業による取組みを進めている。
中堅以降の医師でも地域での勤務の意向のある医師は一定数いることや、今後、高齢者が
増加するなか、複数疾患を抱える患者を診療できる能力が重要となると考えられることか
ら、総合的な診療能力を有する医師の養成については、現状の各大学における総合診療医
センターを中心とした養成に加えて、例えば、学会や病院団体が協力して、研修・地域に
おける実践的な機会の提供・総合診療の魅力発信を一体的に実施するような方策を検討し
てはどうか。

第５回医師養成過程を通じた医
師の偏在対策等に関する検討会

令 和 ６ 年 ７ 月 ３ 日

資料
２
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総合的な診療能力を有する医師の養成について



これまでの主なご意見（抜粋）
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○ 総合診療専門医が取得できるサブスペ領域を拡大すべきではないか。

○ 総合診療と専門医による診療についての仕組みや限界などについては、国民にきちんと

理解していただくことが重要ではないか。

○ 総合診療専門医をさらに増やす方策を考える必要がある。

○ リカレント教育は総合診療医を増やすうえで大切であるが、学会にリカレント教育を求

めるとするなら、偏在是正などの視点を共有していくことが不可欠ではないか。

○ 地域で新たに総合的な診療能力を有する医師が勤務する場合、働き方に配慮することで、

地域で持続的に活躍するための仕組みづくりが不可欠ではないか。

○ 総合的な診療能力を有する医師が能動的に医師不足地域へ行ってもらうには、経済的イ

ンセンティブは極めて重要ではないか。さらに、子供の教育面で都会に比べてハンデを追

わないような環境整備も必要ではないか。

○ 総合診療については、若い人たちのキャリアを考えられていないのではないか。

○ 中堅の医師が地域で必要な診療科について学び直す際に、個人の気持ちに頼るのではな

くて、システムとして学び直す機会があるべきではないか。

総合的な診療能力を有する医師・リカレント教育について



３ 実 施 主 体 等

２ 事 業 の 概 要 ・ ス キ ー ム

１ 事 業 の 目 的

総合的な診療能力を持つ医師養成の推進事業

令和７年度概算要求額 5.6億円（3.0億円）※（）内は前年度当初予算額

○ 経済財政運営と改革の基本方針2024 において、総合的な診療能力を有する医師の育成や、リカレント教育の実施等の必要

な人材を確保するための取組を実施することとされており、医師の地域偏在と診療科偏在の解消に向けた取組のひとつとして、

幅広い領域の疾患等を総合的に診ることができる総合診療医の養成を推進することを目的としている。

実施主体：医師養成課程を有する学校教育法（昭和22年法律第26号）第１条の規定に基づく大学、関係学会等
補助率：定額 事業実績：令和５年度交付対象大学数→８大学

○総合診療医センターの設置【拡充】 ○リカレント教育（総合的診療能力）のための全国推進事業
【新規】
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○ 総合診療医センターの医師が県外の病院で実施する総合診療医育成コースの実習を支援。
○ 総合診療医センターにおいて診療録の情報を安全に共有できる遠隔教育システムを構築した上で、

医師間で症例相談できる環境を整備し、中山間地域で働く専攻医をサポート。

そ の 他 大 学 の 取 組 例

卒前教育 臨床研修 専門研修 指導医養成

専門研修プログラム
総合診療PG
研修プログラム運営

福島医大附属病院 14名在籍
白河厚生総合病院 1名在籍
会津医療センター

相互乗り入れ・交流

内科専門研修PG
研修プログラム運営

福島医大附属病院
会津医療センター
白河厚生総合病院

研修支援体制
外部講師セミナー企画

ふくジェネジム 7回開催
身体診察 電解質
感染症 多疾患併存

総合診療専攻医研修会
経験省察研修録 ポートフォリオ
1泊2日で集中的に作成

指導医
指導者向け Faculty Development

ふくジェネFDラウンジ 5回開催
FD総論 リーダーシップ
交渉術 難しい学習者への対応
アンガーマネジメント

ダブルボード・分野転向
内科／総合診療専門医ダブルボード

相談窓口・研修受け入れ体制構築

県を越えた連携
岩手医科大学総合診療専門研修PG

専攻医教育支援
月1-2回 オンラインカンファレンス

他県からの指導医世代の受け入れ
2名の専門医所持者を
総合内科・総合診療医センター
スタッフとして受け入れ

福島医大附属病院
総合内科研修必修化
必修一般外来研修の指導

会津医療センター
総合内科での臨床研修指導

総合診療医センター医師が
内科・救急科指導

総合診療研修連携施設
地域医療研修の受入

総合診療医のもとで地域医療を
体験する研修

広報・リクルート
Webサイト・SNSを用いた広報
専門研修プログラム説明会開催
各種セミナー企画
積極的個別リクルート

LINE、個別アプローチ

修学資金制度拡充
総合診療を志望する学生対象の制度

2名志願あり採用

卒前教育の充実
分野横断的項目の教育

症候学
医療入門：基本的臨床技能
内科学総論

Bedside Learning(臨床実習）
総合診療 実習

病院総合診療・診療所

カリキュラム外セミナー・体験企画
総合診療フォーラム
南会津 夏の学校
浜通り 冬の学校

キャリアプラン提示
福島県地域医療支援センター連携
修学資金貸与者へのイベント案内
専門研修プログラム説明会

○ 福島県立医科大学 総合内科・総合診療医センターの取組例（令和5年度事業報告より）

総合診療医センター（総合的な診療能力を持つ医師養成の推進事業）の取組の紹介
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５．医師養成過程における診療科選択について
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1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

H20 H22 H24 H26 H28 H30 R2 R4

リハビリテーション科

形成外科

麻酔科

放射線科

泌尿器科

精神科

皮膚科

総数

内科

脳神経外科

整形外科

産科・産婦人科

小児科

眼科

耳鼻いんこう科

外科

出典：医師・歯科医師・薬剤師調査、統計

診療科別医師数の推移（平成20年を1.0とした場合）

（年）

※内科 ・・内科、呼吸器、循環器、消化器、腎臓、糖尿病、血液、感染症、アレルギー、リウマチ、心療内科、神経内科
※外科 ・・外科、呼吸器外科、心臓血管外科、乳腺外科、気管食道外科、消化器外科、肛門外科、小児外科

※医師届出票において、
主たる診療科として選
択された診療科を集計

第１回医師養成過程を通じた医師
の 偏 在 対 策 等 に 関 す る 検 討 会

令 和 ６ 年 １ 月 2 9 日

資料１
改編
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整形外科

小児科
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産科・産婦人科

麻酔科

皮膚科

耳鼻いんこう科
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放射線科
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リハビリテーション科

診療科別医師数の推移

出典：医師・歯科医師・薬剤師調査、統計

※内科 ・・内科、呼吸器、循環器、消化器、腎臓、糖尿病、血液、感染症、アレルギー、リウマチ、心療内科、神経内科
※外科 ・・外科、呼吸器外科、心臓血管外科、乳腺外科、気管食道外科、消化器外科、肛門外科、小児外科
※平成18年調査から新設された「研修医」項目は除く。

※医師届出票において、
主たる診療科として選択
された診療科を集計

（人）

第１回医師養成過程を通じた医師
の 偏 在 対 策 等 に 関 す る 検 討 会

令 和 ６ 年 １ 月 2 9 日

資料１
改編
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「日本専門医機構における医師専門研修シーリングによる医師偏在対策の効果検証」における
専攻医アンケート調査結果

【専攻医調査（有効回答数15,857件・有効回答率46.3%、WEB形式）】

35
出典：令和５年度厚生労働行政推進調査事業補助金（厚生労働科学特別研究）

「日本専門医機構における医師専門研修シーリングによる医師偏在対策の効果検証」（研究代表者：日本専門医機構理事長 渡辺毅）

人数
（人）

医学部
入学前

医学部
前半

（臨床
実習開
始前)

医学部
後半

（臨床
実習開
始後）

臨床研
修1年目

臨床研
修2年目

臨床研
修修了

後
その他

全体 15,857 7.4 3.7 15.7 14.4 53.2 4.6 1.0

内科 4,829 3.7 3.4 13.7 17.6 58.5 2.9 0.3

小児科 1,158 22.8 5.4 19.5 9.6 40.2 2.2 0.2

皮膚科 529 7.4 2.6 11.0 12.9 61.4 3.8 0.9

精神科 865 13.8 3.6 9.4 12.6 45.3 12.6 2.8

外科 1,565 7.0 4.0 24.2 13.1 47.5 3.6 0.6

整形外科 1,037 12.9 2.1 14.9 13.0 52.6 4.1 0.5

産婦人科 1,062 10.6 4.2 22.8 12.0 47.6 2.5 0.2

眼科 504 9.9 3.2 15.9 15.3 52.2 3.2 0.4

耳鼻咽喉科 413 4.8 2.2 15.5 9.7 66.3 1.5 0.0

泌尿器科 453 2.0 1.3 16.8 14.8 63.6 1.3 0.2

脳神経外科 355 7.9 7.0 25.4 13.5 43.4 2.0 0.8

放射線科 601 2.0 2.8 15.5 15.5 56.7 5.8 1.7

麻酔科 777 1.8 2.2 13.1 19.7 56.4 5.4 1.4

病理 204 3.9 18.1 17.2 6.4 36.8 12.7 4.9

臨床検査 51 0.0 0.0 2.0 2.0 11.8 51.0 33.3

救急科 553 6.3 3.1 9.0 14.3 58.0 7.2 2.0

形成外科 292 4.5 3.1 13.7 18.2 55.5 4.1 1.0

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 207 1.0 1.4 8.2 9.7 46.9 23.2 9.7

総合診療 402 5.0 7.5 11.9 7.5 53.7 10.4 4.0

専 門 研 修 プ ロ グ ラ ム の 専 攻 領 域 を 決 め た 時 期



【専攻医調査（有効回答数15,857件・有効回答率46.3%、WEB形式）】

現 在 の 基 本 領 域 を 選 択 し た 理 由 （ 複 数 回 答 ）
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全体 15,857 36.6 62.6 19.1 12.9 4.8 5.1 27.4 6.8 1.0 1.4 19.1 7.1 6.1 5.0 1.5 1.5 1.6 12.2 2.3 4.4 24.4 4.0 0.8 6.6 3.7 8.9 14.3 7.8 0.3 0.5 3.8

内科 4,829 44.9 57.0 17.6 11.9 1.7 9.3 19.4 3.6 1.1 1.3 23.0 8.9 6.7 4.3 1.9 0.6 1.6 14.7 0.1 2.1 16.1 3.3 0.9 7.5 1.3 8.6 22.6 7.4 0.2 0.5 3.3

小児科 1,158 15.5 86.0 16.4 10.9 0.3 1.1 6.0 1.0 0.1 0.1 23.9 3.7 4.7 2.0 0.5 0.2 2.7 22.3 0.0 0.3 5.9 4.8 0.5 6.9 1.7 3.9 22.8 12.0 0.6 0.5 3.4

皮膚科 529 36.7 47.3 21.2 0.2 21.0 1.1 23.1 1.1 3.8 6.4 18.9 21.4 11.5 0.8 1.7 0.2 0.6 12.5 0.0 1.7 52.7 7.4 1.1 4.3 0.2 6.4 3.2 5.7 0.6 0.8 4.3

精神科 865 42.5 57.9 36.3 1.2 11.7 21.2 0.1 0.0 1.8 2.0 3.4 7.7 6.6 0.8 2.2 3.1 0.9 25.5 0.0 7.1 50.8 9.8 1.4 7.5 4.9 5.9 1.5 6.6 0.5 0.5 6.1

外科 1,565 24.3 77.7 12.6 26.3 0.5 0.3 51.8 23.3 0.7 0.0 10.5 1.3 1.9 7.9 0.2 0.2 1.2 6.8 0.1 0.8 8.6 1.2 0.4 4.6 1.2 11.4 10.0 4.4 0.1 0.6 2.6

整形外科 1,037 44.8 66.2 15.5 0.6 12.5 0.4 45.1 6.4 0.5 0.6 13.5 13.4 10.5 0.8 3.7 1.0 1.3 8.0 0.1 8.2 11.2 1.4 0.8 6.8 4.5 12.9 2.3 9.7 0.4 0.5 2.5

産婦人科 1,062 33.9 81.5 11.7 22.8 0.2 0.1 39.5 1.9 0.9 0.1 15.7 2.2 6.5 8.0 0.8 0.8 2.6 12.1 0.0 12.1 6.3 1.3 0.2 3.6 9.6 8.7 2.1 7.5 0.5 0.1 3.4

眼科 504 52.8 42.7 15.1 0.4 22.8 0.2 39.3 14.7 0.0 2.6 1.4 12.5 22.0 1.0 0.6 1.4 0.4 4.4 0.2 5.6 46.4 4.4 0.2 4.8 3.4 6.0 1.4 2.2 0.4 0.2 2.8

耳鼻咽喉科 413 43.1 50.6 10.4 2.4 3.4 0.0 53.5 8.7 0.5 1.5 27.4 23.0 13.8 4.6 1.5 0.7 0.0 9.7 0.0 2.4 31.7 7.7 0.2 5.8 2.9 13.1 2.7 5.6 0.7 0.5 2.2

泌尿器科 453 45.3 54.1 13.9 2.2 3.1 0.0 51.7 6.6 2.2 1.1 25.2 6.6 4.9 5.5 0.9 1.3 0.2 6.4 0.0 3.5 32.7 6.0 0.7 4.6 7.3 17.2 6.4 3.8 0.2 0.2 4.0

脳神経外科 355 29.0 75.8 12.4 35.8 0.3 0.3 39.4 36.6 0.6 0.3 12.4 0.6 2.8 5.6 0.3 0.0 0.3 2.0 0.0 4.5 0.0 0.6 0.0 2.8 0.3 9.6 6.5 4.8 0.6 0.6 5.6

放射線科 601 43.6 49.1 34.1 4.2 6.8 12.0 6.3 3.8 0.7 6.7 30.0 0.3 1.0 10.1 2.3 6.7 0.2 3.2 22.5 4.0 61.9 11.6 2.7 12.1 3.3 12.0 6.7 2.3 0.0 0.8 4.2

麻酔科 777 34.7 50.3 30.1 23.3 0.1 0.5 41.8 4.6 0.5 0.8 5.7 0.4 1.3 3.3 4.0 2.7 1.8 0.4 18.0 16.2 59.7 1.8 0.6 6.0 6.6 6.8 6.6 0.5 0.3 0.1 3.2

病理 204 45.1 51.5 34.3 1.5 6.4 11.8 0.0 0.5 1.0 2.5 26.0 0.0 0.5 21.6 0.0 1.5 1.0 0.0 32.4 1.5 53.4 3.4 5.9 5.9 2.5 6.9 4.9 1.5 0.5 1.0 14.2

臨床検査 51 37.3 13.7 11.8 0.0 3.9 2.0 2.0 3.9 0.0 0.0 5.9 0.0 0.0 17.6 0.0 9.8 0.0 0.0 3.9 0.0 51.0 2.0 7.8 7.8 9.8 31.4 11.8 2.0 2.0 0.0 25.5

救急科 553 16.3 69.1 17.5 53.9 0.7 0.0 31.6 6.0 1.1 0.5 35.8 1.3 0.7 5.8 1.1 6.0 3.1 6.7 0.7 7.8 35.1 1.3 0.5 6.5 12.7 7.4 38.7 17.0 0.0 1.1 2.2

形成外科 292 20.2 64.7 28.4 0.0 25.3 0.0 61.0 24.3 1.4 1.0 17.5 7.2 2.4 0.7 0.3 0.7 0.7 2.7 0.0 2.7 28.1 3.4 0.3 4.5 1.7 4.8 0.7 2.4 0.7 1.7 4.8

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 207 38.2 53.1 23.2 0.5 18.8 11.6 0.5 0.0 1.9 10.6 29.0 1.9 3.9 26.1 0.5 11.1 0.0 31.4 0.0 4.3 62.8 13.0 1.4 5.8 15.9 11.6 18.4 19.3 1.0 1.4 7.2

総合診療 402 17.2 59.7 28.9 2.7 0.7 6.0 1.5 0.2 1.7 1.0 42.8 14.2 6.0 8.2 0.7 3.5 6.2 31.8 0.0 2.2 25.9 7.0 0.0 14.2 8.7 6.2 63.9 44.0 0.7 1.2 8.5

「日本専門医機構における医師専門研修シーリングによる医師偏在対策の効果検証」における
専攻医アンケート調査結果

出典：令和５年度厚生労働行政推進調査事業補助金（厚生労働科学特別研究）
「日本専門医機構における医師専門研修シーリングによる医師偏在対策の効果検証」（研究代表者：日本専門医機構理事長 渡辺毅）



【専攻医調査（有効回答数15,857件・有効回答率46.3%、WEB形式）】

希 望 し て い た 基 本 領 域 を 選 択 し な か っ た 理 由 （ 複 数 回 答 ）
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人数
（人）

将
来
的
に
専
門
性
を
維
持
し
づ

ら
い
か
ら

仕
事
の
内
容
が
想
像
と
違
っ

た

か
ら

や
り
が
い
を
感
じ
な
い
か
ら

適
性
・
才
能
が
な
い
か
ら

生
命
に
直
結
す
る
か
ら

生
命
に
直
結
し
な
い
か
ら

手
技
が
少
な
い
か
ら

手
技
が
多
い
か
ら

訴
訟
リ
ス
ク
が
大
き
い
か
ら

開
業
し
に
く
い
か
ら

医
師
が
不
足
し
て
お
り
過
酷
な

イ
メ
ー

ジ
が
あ
る
か
ら

医
師
が
過
剰
で
あ
り
競
争
が
激

し
い
イ
メ
ー

ジ
が
あ
る
か
ら

患
者
と
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー

シ
ョ

ン

を
取
る
機
会
が
多
い
か
ら

患
者
と
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー

シ
ョ

ン

を
取
る
機
会
が
少
な
い
か
ら

給
与
等
処
遇
が
悪
い
か
ら

ワ
ー

ク
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス
の
確

保
が
難
し
い
か
ら

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
が
多
そ
う
だ
か

ら 出
産
・
育
児
・
子
供
の
教
育
に

協
力
的
で
な
い
か
ら

博
士
号
が
取
り
に
く
い
か
ら

指
導
・
教
育
体
制
が
十
分
で
な

い
か
ら

専
門
医
が
取
得
し
づ
ら
い
か
ら

継
続
し
た
キ
ャ

リ
ア
プ
ラ
ン
が

見
え
づ
ら
い
か
ら

専
門
領
域
の
将
来
性
に
不
安
を

感
じ
た
か
ら

定
員
が
厳
し
い
か
ら
／
採
用
試

験
で
受
か
ら
な
か
っ
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1,118 17.2 14.9 7.1 9.1 3.6 2.1 4.7 2.3 3.8 5.2 8.8 7.1 1.2 1.3 5.2 14.8 5.0 6.9 0.7 3.9 8.2 11.4 7.4 12.9 14.4

内科 189 14.3 16.9 9.5 12.2 7.9 1.6 10.1 1.6 1.6 2.1 12.7 5.3 1.1 0.5 8.5 27.0 6.3 8.5 0.5 5.8 16.9 10.1 6.9 10.6 14.3

小児科 62 14.5 8.1 4.8 4.8 4.8 1.6 3.2 0.0 4.8 0.0 16.1 1.6 1.6 0.0 6.5 24.2 3.2 4.8 0.0 1.6 4.8 4.8 6.5 11.3 22.6

皮膚科 87 9.2 10.3 10.3 4.6 0.0 3.4 4.6 1.1 1.1 1.1 0.0 12.6 0.0 0.0 2.3 3.4 8.0 6.9 1.1 0.0 16.1 8.0 5.7 34.5 9.2

精神科 58 10.3 17.2 8.6 10.3 1.7 1.7 5.2 1.7 3.4 1.7 0.0 24.1 5.2 0.0 1.7 1.7 0.0 0.0 0.0 3.4 8.6 3.4 0.0 25.9 17.2

外科 109 24.8 15.6 3.7 11.9 4.6 0.0 1.8 2.8 5.5 6.4 21.1 2.8 0.0 0.0 9.2 33.9 12.8 19.3 0.9 2.8 8.3 13.8 8.3 1.8 11.0

整形外科 39 7.7 28.2 5.1 15.4 2.6 7.7 5.1 5.1 0.0 2.6 5.1 15.4 0.0 0.0 0.0 5.1 2.6 7.7 0.0 0.0 2.6 7.7 5.1 2.6 12.8

産婦人科 41 2.4 14.6 4.9 9.8 9.8 2.4 4.9 4.9 22.0 2.4 17.1 0.0 2.4 0.0 7.3 14.6 2.4 4.9 0.0 2.4 2.4 2.4 4.9 2.4 22.0

眼科 63 9.5 11.1 4.8 11.1 1.6 3.2 0.0 11.1 3.2 1.6 0.0 17.5 3.2 0.0 1.6 4.8 4.8 1.6 0.0 0.0 6.3 7.9 1.6 33.3 12.7

耳鼻咽喉科 16 31.3 18.8 0.0 6.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.5 6.3 6.3 0.0 6.3 12.5 6.3 6.3 0.0 6.3 0.0 6.3 6.3 12.5 12.5

泌尿器科 29 10.3 10.3 6.9 13.8 0.0 0.0 3.4 6.9 0.0 10.3 0.0 6.9 0.0 3.4 3.4 10.3 6.9 6.9 0.0 0.0 0.0 13.8 3.4 10.3 17.2

脳神経外科 29 27.6 17.2 3.4 20.7 6.9 3.4 3.4 3.4 13.8 6.9 27.6 6.9 3.4 0.0 10.3 41.4 17.2 20.7 6.9 10.3 3.4 24.1 6.9 10.3 6.9

放射線科 39 10.3 15.4 2.6 7.7 0.0 0.0 5.1 0.0 0.0 15.4 5.1 5.1 0.0 7.7 5.1 5.1 2.6 2.6 0.0 5.1 10.3 10.3 23.1 15.4 23.1

麻酔科 60 15.0 8.3 13.3 11.7 6.7 0.0 6.7 3.3 5.0 15.0 10.0 6.7 0.0 6.7 0.0 5.0 5.0 3.3 3.3 3.3 6.7 8.3 5.0 8.3 18.3

病理 13 0.0 23.1 0.0 7.7 0.0 7.7 0.0 0.0 0.0 15.4 15.4 0.0 0.0 15.4 7.7 7.7 0.0 7.7 0.0 7.7 7.7 15.4 7.7 0.0 23.1

臨床検査 4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 25.0 0.0 25.0 50.0

救急科 83 27.7 22.9 6.0 6.0 3.6 1.2 2.4 0.0 6.0 12.0 8.4 3.6 1.2 2.4 3.6 8.4 2.4 8.4 1.2 3.6 2.4 18.1 8.4 3.6 7.2

形成外科 79 11.4 10.1 2.5 6.3 0.0 8.9 0.0 2.5 2.5 7.6 2.5 8.9 0.0 0.0 5.1 12.7 0.0 3.8 0.0 5.1 7.6 10.1 6.3 25.3 17.7

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 30 30.0 10.0 26.7 0.0 3.3 0.0 10.0 0.0 3.3 6.7 0.0 6.7 0.0 0.0 10.0 10.0 3.3 3.3 0.0 10.0 3.3 26.7 16.7 10.0 6.7

総合診療 88 39.8 17.0 6.8 4.5 0.0 0.0 5.7 0.0 2.3 2.3 3.4 0.0 1.1 1.1 3.4 5.7 1.1 1.1 0.0 8.0 3.4 20.5 14.8 1.1 13.6

全体

希
望
し
て
い
た
基
本
領
域

「日本専門医機構における医師専門研修シーリングによる医師偏在対策の効果検証」における
専攻医アンケート調査結果

出典：令和５年度厚生労働行政推進調査事業補助金（厚生労働科学特別研究）
「日本専門医機構における医師専門研修シーリングによる医師偏在対策の効果検証」（研究代表者：日本専門医機構理事長 渡辺毅）



専 攻 領 域 の 選 択 に 係 る ア ン ケ ー ト 調 査 結 果 の ま と め

診療科選択に関する内容について

【専攻医調査（有効回答数15,857件・有効回答率46.3%、WEB形式）】

○ 専攻領域を決めた時期については、半数近くの専攻医（53.2%）が「臨床研修２年目」であった
が、領域によって、決めた時期に特徴がみられ、小児科では「医学部入学前」、外科、産婦人科、脳
神経外科では「医学部後半（臨床実習開始後）」の割合が相対的に高かった。

○ 専攻領域を選択した理由としては、「やりがいを感じるから」（62.6%）が最も多く、次いで
「将来にわたって専門性を維持しやすいから」 （36.6%）であるが、基本領域によって最も多かった
選択理由は異なる結果となった。

○ 専攻領域として外科を選択した理由として、「やりがいを感じるから」（77.7％）が最も多く、次
いで「手技が多いから」（51.8％）、「生命に直結するから」（26.3％）、「将来的に専門性を維持
しやすいから」（24.3％）が多かった。

○ 専攻領域として外科を希望していたが選択しなかった理由として、「ワークライフバランスの確保
が難しいから」（33.9％）が最も多く、「将来的に専門性を維持しづらいから」（24.8％）、「医師
が不足しており過酷なイメージがあるから」（21.1％）、「出産、育児、子供の教育に協力的でない
から」（19.3％）が多かった。

38

ア ン ケ ー ト 調 査 結 果 を 踏 ま え て○ 医師の総数が増加している中、外科などの一部診療科の増加が乏しいことに対して、医師の働き方
改革の推進など既存の施策に加えて、どのような対策が考えられるか。
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宮崎県内高等学校校長に対して、恒久定員に組み込まれた後の地域枠の

位置づけや学生推薦に際してのお願いで使用した説明資料①

宮崎大学
提出資料
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臨 時 定 員 地 域 枠 数 に つ い て （ R ５ 、 R ６ ）
臨時定員地域枠

令和６年度
臨時定員地域枠

令和５年度
都道府県名

８８北海道

２７２７青森

３７３７岩手

７７宮城

２９２９秋田

８８山形

４７４７福島

６２５９茨城

１３１３栃木

１８１８群馬

４７４５埼玉

３４３４千葉

２０２０東京

２５２２神奈川

７７７０新潟

１２１２富山

１０１０石川

１０１０福井

２４２２山梨

２０２０長野

２５２５岐阜

６８６８静岡

３２３２愛知

２０２０三重

臨時定員地域枠
令和６年度

臨時定員地域枠
令和５年度

都道府県名

５５滋賀

５５京都

１５１５大阪
１６１６兵庫
１５１５奈良

１２１２和歌山
１９１９鳥取

１７１７島根

４４岡山
１５１５広島

１７１７山口
１２１２徳島
１４１４香川

１５１５愛媛
１５１５高知

５５福岡

６６佐賀
２２２２長崎

５５熊本

１０１０大分
２２宮崎

２０２０鹿児島
１２１２沖縄

１９１１９１医師多数県合計
２２９２２４医師中程度県合計
５３８５２６医師少数県合計
９５８９４１合計

黄色：医師多数都道府県
青色：医師少数都道府県
（令和５年８月９日更新の医師偏在指標による） （赤字はR５年度比増）

※ 自治医科大学の臨時定員23枠のうち、栃木県指定枠３枠を除く20枠は計上していない。

第１回医師養成過程を通じた医師
の 偏 在 対 策 等 に 関 す る 検 討 会
令 和 ６ 年 １ 月 2 9 日

資料１
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○ 大学が、卒後に特定の地域や診療科で診療を行うことを条件とした選抜枠を設け、他の入学者と区別して選抜を行う仕組み。
（一般入学者から募集する等の方法も一部あり）

○ 平成20年度以降、地域枠等を中心に医学部定員数を暫定的に増加し、令和元年度には9,420人に達した。令和２年度
以降については、全体として令和元年の医学部総定員を超えない範囲で、臨時定員増員の申請を認めている。

（１）地域枠及び地元出身者枠の概要

（２）地域枠及び地元出身者枠の要請権限
○ 医療法及び医師法の一部を改正する法律(平成30年法律第79号)により、都道府県知事から大学に対する地域枠及び地
元出身者枠の設定・拡充の要請権限が創設された。

地域枠及び地元出身者枠の概要

現在の枠組みの概要（令和４年～）

地域枠
①地元出身者もしくは全国より選抜
②別枠方式で選抜
③従事要件あり 等

都道府県と大学が連携した枠
地元出身者枠

①地元出身者より選抜
②選抜方法は問わない
③従事要件は問わない 等

①対象は問わない
②選抜方法は問わない
③従事要件は問わない 等

大学独自枠

※１）臨時定員の設置にあたっては、地域枠の定義を満たしている必要がある

医師確保計画ガイドラインにおいて、地域枠及び地元出身者枠設定の考え方等について具体的に記載

＜ある大学における地域枠等の設置イメージ（例）＞

恒久定員 臨時定員（※１）

100人 20人

地域枠地元出身者枠一般枠
大学独自枠

30人（うち20人は臨時定員による）15人5人70人

収容定員の種別

地域枠等の種別

第８回地域医療構想及び医師確保計画に
関 す る ワ ー キ ン グ グ ル ー プ

令 和 4 年 １ ０ 月 1 ２ 日

資料１
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出典：臨床研修修了者アンケート調査（平成29～31年）厚生労働省調べ

地域枠・地域枠以外の地域定着割合の比較

医学部卒業後の医師定着割合を比較すると、地域枠及び地元出身者の医師の地域定着割合が高い。

①地域枠

②地域枠以外（地元出身者*）

③地域枠以外（他県出身者*）

０％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

（①の内 医師少数県のみ ）

※ Ａ県は任意の都道府県。Ｂ県はＡ県以外の都道府県。（特定の一つの都道
府県のデータはなく、全ての都道府県のデータから算出。）

※ 出身地又は大学が海外の場合及び当該項目について無回答の場合は除外。
※ 出身地：高校等を卒業する前までに過ごした期間が最も長い都道府県。
※ 県またぎ地域枠：出身大学の所在地以外の都道府県（A県）における勤務義

務がある地域枠。
※ 防衛医科大学及び産業医科大学は除外。自治医科大学については県またぎ

地域枠についてのみ除外。

上段：A県（任意の都道府県）で臨床研修を行った割合 下段：A県で臨床研修終了後に勤務する割合

＊②，③共に大学はＡ県に所在の場合

（下図参照）

臨床研修病院または
臨床研修後の勤務先

A県大学A県

A県出身

医学生

B県出身

①A県地域枠

医学生

地域枠
（県またぎを除く）

②地域枠以外（地元出身者・大学Ａ県）

地域枠
（県またぎ）

大学Ｂ県

③地域枠以外（他県出身者・大学Ａ県）

第８回地域医療構想及び医師確保計
画 に 関 す る ワ ー キ ン グ グ ル ー プ

令 和 ４ 年 1 0 月 1 2 日
資料１
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地域枠について

地元出身者（一定期間当該都道府県に住所を有した者）もしくは全国より選抜する。対象

別枠方式選抜方法

地域医療対策協議会で協議の上、設定する。協議の場
地域医療対策協議会において、地域枠の設定数、従事要件・キャリア形成プログラムの内容、奨学金の
額、地域定着策（面接頻度、セミナー開催等）並びに前述を進めるための都道府県から大学への経済
的支援、離脱要件等を協議する。

設定する上で
協議する事項

志願時に、都道府県と本人と保護者もしくは法定代理人が従事要件・離脱要件に書面同意している。同意取得方法

①卒直後より当該都道府県内で9年間以上従事する※1,2。
②将来のキャリアアップに関する意識の向上に資する都道府県のキャリア形成プログラムに参加すること。従事要件

問わない。奨学金貸与

※１ 従事要件の９年間のうち、医師の確保を特に図るべき区域等の医療機関における就業期間を４年間程度とし、当該医師
のキャリアアップに配慮すること。

※２ 医師の確保を特に図るべき区域とは、都道府県が医療計画に定めた医師少数区域及び医師少数スポットを指すものである。

○ 令和４年度以降の臨時定員（地域枠）の増員にあたっては、以下で示す要件を満たしていることを必要とし
ている。
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第４回医師養成過程を通じた医師
の 偏 在 対 策 等 に 関 す る 検 討 会

令 和 ６ 年 ４ 月 2 6 日
資料１



恒久定員内地域枠等の活用について

○ 大学医学部、臨床研修、専門医制度における医師偏在対策を進めてきたが、大学医学部における地域枠の
設定は、地域における医師の確保を図るために有効な手段の一つと考えられるため、地域の実情に応じて地域
枠の設置・増員を進めると共に、現行の臨時定員の数や都道府県・大学に対する配分を見直した上でその活
用を図ることも必要である。その際、安定した運用の観点からは、恒久定員内で措置することが望ましく、自治
体や大学の状況や考えを十分に踏まえながら、各都道府県の医学部定員内に必要な数の地域枠を確保し、
地域における医師の確保を図ることが重要である。

医師需給分科会第５次中間とりまとめにおける検討

〇 安定した医師確保を行うため、都道府県は、積極的に恒久定員内への地域枠や地元出身者枠の設置につ
いて大学と調整を行う。

〇 特に医師少数都道府県においては、地元出身者を対象として他都道府県に所在する大学にも地域枠を設
置し、卒前からキャリア形成に関する支援を行うことで医師確保を促進する。

第8次医療計画の見直しのポイント
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第４回医師養成過程を通じた医師
の 偏 在 対 策 等 に 関 す る 検 討 会

令 和 ６ 年 ４ 月 2 6 日
資料１



地域枠の診療科特定について

410 
568 

○ 地域枠の一部は、専門とする診療科を特定した要件が設定されており、各都道府県で必要と考える
診療科の医師養成を進めている。

地域枠の要件に診療科特定（推奨含む）が含まれる割合

（令和６年度医学部臨時定員での集計）

診療科特定あり
診療科特定なし

• 26都道府県（55.3％）において、特定の診療科への従事（推奨を含む）を要件とする臨時定員地域枠を設置。

• 臨時定員地域枠※のうち診療科特定（推奨を含む）の要件が含まれるのは、約42%（410/978枠）。

(58.1%)
(41.9%)

• 外科、小児科、産婦人科、救急科、麻酔科及び総合診療のいず

れかを選択することを要件

• 救急科、産科、新生児科を選択することを要件

• 知事が指定する県内の医療機関において，地域医療に必要な診

療科（小児科・外科・呼吸器外科・消化器外科・乳腺外科・小

児外科・産科・麻酔科・救急科・総合診療科・脳神経外科・感

染症内科）に９年間（臨床研修を含めて11年間）勤務

• 専攻する診療科に制限はないが、地域派遣時の診療科は内科・

総合診療とする（産科、精神科を専攻する場合を除く）

• 特定地域の公的医療機関であれば診療科に制限はないが、それ

以外の医療機関であれば、産科、小児科、救命救急センターで

ある必要がある

• 10年間のうち４年間以上は、保健医療計画に明記される医師不

足地域の特定病院又は特に不足する診療科に従事

• 内科・総合診療・小児科・産婦人科・外科・救急科・整形外

科・精神科 等

具体的な診療科特定の例

文部科学省医学教育課調べ

（※）令和６年度医学部臨時定員地域枠（n＝978枠，自治医科大学含む）
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令和４年度の地域枠についての都道府県アンケートより
（厚生労働省医政局医事課）

（共に令和6年度．文科省調べ）



出典：医師・歯科医師・薬剤師調査、統計（厚生労働省）
医師少数都道府県及び医師多数都道府県は医師偏在指標
（厚生労働省：令和２年２月）による

95.0

100.0

105.0

110.0

115.0

120.0

125.0

130.0

H24 H26 H28 H30 R2 R4

医師多数県 医師中程度県 医師少数県 全国

35歳未満の医療施設従事医師数推移（平成24年を100とした場合）

○ 平成26年の前後で比較すると、医師少数都道府県の若手の医師数は、医師多数都道府県と比較し伸びており、
若手の医師については地域偏在が縮小してきている。

※医師多数都道府県：医師偏在指標の上位33.3％の都道府県
医師少数都道府県：医師偏在指標の下位33.3％の都道府県
医師少数・多数以外都道府県：医師偏在指標の上位・下位33.3％以外の都道府県

27.8％増

4.6％増

医師少数都道府県

医師少数・多数以外都道府県

医師多数都道府県

全国

第１回医師養成過程を通じた医師
の 偏 在 対 策 等 に 関 す る 検 討 会
令 和 ６ 年 １ 月 2 9 日

資料１
改
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95.0

100.0

105.0

110.0

115.0

120.0

125.0

130.0

H24 H26 H28 H30 R2 R4

医師多数県 医師中程度県 医師少数県 全国

○ 平成26年の前後で比較すると、医師少数都道府県の医師数の伸び率は、医師多数都道府県より大きいが、その
伸び率の差は、若手医師（35歳未満）における伸び率の差と比較してわずかである。

出典：医師・歯科医師・薬剤師調査、統計（厚生労働省）
医師少数都道府県及び医師多数都道府県は医師偏在指標
（厚生労働省：令和２年２月）による

※医師多数都道府県：医師偏在指標の上位33.3％の都道府県
医師少数都道府県：医師偏在指標の下位33.3％の都道府県
医師少数・多数以外都道府県：医師偏在指標の上位・下位33.3％以外の都道府県

14.7％増

12.4％増

医師少数都道府県

医師少数・多数以外都道府県

医師多数都道府県
全国

医療施設従事医師数推移（平成24年を100とした場合）
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第５回医師養成過程を通じた医
師の偏在対策等に関する検討会
令 和 ６ 年 ７ 月 ３ 日

資料２



出典：医師・歯科医師・薬剤師調査、統計（厚生労働省）
医師少数都道府県及び医師多数都道府県は医師偏在指標
（厚生労働省：令和６年１月）による

35歳未満の医師数（主たる従事施設別）の推移

57
※ 診療所：開設者又は法人の代表者、勤務者を集計

病院：医育機関附属の病院を除く病院をいう。開設者又は法人の代表者、勤務者を集計
大学病院：医育機関附属の病院の臨床系の教官又は教員、臨床系の大学院生、臨床系の勤務医を集計

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

11,000

12,000

13,000

14,000

15,000

16,000

H14 H16 H18 H20 H22 H24 H26 H28 H30 R2 R4

大学病院（多数） 病院（多数） 診療所（多数） 大学病院（中程度） 病院（中程度）

診療所（中程度） 大学病院（少数） 病院（少数） 診療所（少数）

○ 大学病院を除く病院を主たる従事施設とする医師の数が最も多く、医師少数県、医師中程度県では増加が続いている。
○ 大学病院を主たる従事施設とする医師数は、医師多数県では減少傾向だが、医師少数県、医師中程度県では増加が

続いている。
○ 診療所を主たる従事施設とする医師の割合は小さいものの、医師多数県では減少傾向が増加傾向に転じている。

(人）



出典：医師・歯科医師・薬剤師調査、統計（厚生労働省）

35歳未満の医師（主たる従事施設別）の割合の推移
○ 35歳未満の医師のうち、大学病院を除く病院を主たる従事施設とする医師の割合は増えてきている。
○ 35歳未満の医師のうち、診療所を主たる従事施設とする医師の割合は小さいものの、令和２年以降、増加に転じている。

※ 診療所：開設者又は法人の代表者、勤務者を集計
病院：医育機関附属の病院を除く病院。開設者又は法人の代表者、勤務者を集計
大学病院：医育機関附属の病院の臨床系の教官又は教員、臨床系の大学院生、臨床系の勤務医を集計

37% 36% 36% 37% 37% 36% 37% 38% 38% 36% 36%

3.8% 3.6% 3.4% 3.1% 2.8% 2.6% 2.4% 2.1% 2.1% 2.3% 3.0%

56% 57% 58% 58% 58% 59% 59% 58% 59% 60% 59%

3.2% 2.9% 2.6% 2.3% 2.1% 1.8% 1.7% 1.7% 1.8% 1.8% 1.7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

H14 H16 H18 H20 H22 H24 H26 H28 H30 R2 R4

大学病院 診療所 病院 医療施設以外
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35～44歳の医師数（主たる従事施設別）の推移
○大学病院を主たる業務とする医師は、特に医師多数県で増加している。

※ 診療所：開設者又は法人の代表者、勤務者を集計
病院：医育機関附属の病院を除く病院。開設者又は法人の代表者、勤務者を集計
大学病院：医育機関附属の病院の臨床系の教官又は教員、臨床系の大学院生、臨床系の勤務医を集計

出典：医師・歯科医師・薬剤師調査、統計（厚生労働省）
医師多数県・医師中程度県・医師少数県は医師偏在指標
（厚生労働省：令和６年１月）による
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H14 H16 H18 H20 H22 H24 H26 H28 H30 R2 R4

大学病院（多数） 病院（多数） 診療所（多数） 大学病院（中程度） 病院（中程度）

診療所（中程度） 大学病院（少数） 病院（少数） 診療所（少数）

（人）
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出典：医師・歯科医師・薬剤師調査、統計（厚生労働省）

35～44歳の医師（主たる従事施設別）の割合の推移
○ 35～44歳の医師のうち、大学病院を主たる従事施設とする医師の割合は増えてきている。

○ 35～44歳の医師のうち、診療所を主たる従事施設とする医師の割合は減ってきた後、ほぼ横ばいである。

※ 診療所：開設者又は法人の代表者、勤務者を集計
病院：医育機関附属の病院を除く病院。開設者又は法人の代表者、勤務者を集計
大学病院：医育機関附属の病院の臨床系の教官又は教員、臨床系の大学院生、臨床系の勤務医を集計

20% 20% 21% 22% 23% 25% 26% 27% 28% 28% 29%

22% 21% 21% 21% 20% 18% 17% 16% 16% 16% 17%

55% 54% 54% 53% 53% 53% 54% 53% 53% 53% 51%
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45～54歳の医師数（主たる従事施設別）の推移
○ 診療所を主たる従事施設とする医師数は減少してきている一方で、大学病院を主たる従事施設とする医師が増えてきている。

※ 診療所：開設者又は法人の代表者、勤務者を集計
病院：医育機関附属の病院を除く病院をいう。開設者又は法人の代表者、勤務者を集計
大学病院：医育機関附属の病院の臨床系の教官又は教員、臨床系の大学院生、臨床系の勤務医を集計

出典：医師・歯科医師・薬剤師調査、統計（厚生労働省）
医師多数県・医師中程度県・医師少数県は医師偏在指標
（厚生労働省：令和６年１月）による
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診療所（中程度） 大学病院（少数） 病院（少数） 診療所（少数）
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出典：医師・歯科医師・薬剤師調査、統計（厚生労働省）

45～54歳の医師（主たる従事施設別）の割合の推移
○ 45～54歳の医師のうち、病院（大学病院を除く）や大学病院を主たる従事施設とする医師の割合は増えてきている。

○ 45～54歳の医師のうち、診療所を主たる従事施設とする医師の割合は減ってきている。

※ 診療所：開設者又は法人の代表者、勤務者を集計
病院：医育機関附属の病院を除く病院。開設者又は法人の代表者、勤務者を集計
大学病院：医育機関附属の病院の臨床系の教官又は教員、臨床系の大学院生、臨床系の勤務医を集計
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55歳以上の医師数（主たる従事施設別）の推移

※ 診療所：開設者又は法人の代表者、勤務者を集計
病院：医育機関附属の病院を除く病院。開設者又は法人の代表者、勤務者を集計
大学病院：医育機関附属の病院の臨床系の教官又は教員、臨床系の大学院生、臨床系の勤務医を集計

出典：医師・歯科医師・薬剤師調査、統計（厚生労働省）
医師多数県・医師中程度県・医師少数県は医師偏在指標
（厚生労働省：令和６年１月）による
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○ 診療所を主たる従事施設とする医師の割合が最も高く、医師多数区域や医師中程度区域の増加は緩やかになり、
医師少数区域では増加が減少に転じている。

○ 病院（大学病院を除く）、大学病院を主たる従事施設とする医師数は増加が続いている。



出典：医師・歯科医師・薬剤師調査、統計（厚生労働省）

55歳以上の医師（主たる従事施設別）の割合の推移
○ 55歳以上の医師のうち、病院（大学病院を除く）、大学病院を主たる従事施設とする医師の割合は増えてきている。
○ 55歳以上の医師のうち、診療所を主たる従事施設とする医師の割合は減ってきている。

※ 診療所：開設者又は法人の代表者、勤務者を集計
病院：医育機関附属の病院を除く病院。開設者又は法人の代表者、勤務者を集計
大学病院：医育機関附属の病院の臨床系の教官又は教員、臨床系の大学院生、臨床系の勤務医を集計
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施設の種別にみた医師数の年次推移
○ 主に従事している施設の種別に医師数をみると、「病院（医育機関附属の病院を除く）」160,426 人が最も多く、
「診療所」107,348 人、「医育機関附属の病院」59,670 人となっている。
○ 年次推移でみても、昭和61年以降「病院（医育機関附属の病院を除く）」を主たる従事先とする医師が最も多い。

出典：令和4(2022)年医師・歯科医師・薬剤師統計の概況（結果の概要）
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/ishi/22/dl/R04_kekka-1.pdf 65



施設の種別・年齢別にみた医師数（R4)

令和４(2022)年12月31日現在

   0

  1 000

  2 000

  3 000

  4 000

  5 000

  6 000

  7 000

  8 000

24 30 40 50 60 70 80 90

医
師
数(

人)

医療施設以外の者

15,808人

医育機関附属の病院

の従事者 59,670人

診療所の従事者

107,348人

(歳)

病院(医育機関附属の病院を

除く)の従事者 160,426人

○令和２年に比べ令和４年は、病院（医育機関附属の病院を除く）の従事者は約1,430人増加、医育機関附属

の病院の従事者は約2,190人増加している。診療所の従事者は、約120人増加となっている。

出典：令和4(2022)年医師・歯科医師・薬剤師統計 参考表
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/ishi/22/xls/R04_sankou.xlsx

令和４(2022)年12月31日現在
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出典：医師・歯科医師・薬剤師調査、統計（厚生労働省）
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/ishi/22/dl/R04_toukeihyo.pdf

診療所従事医師の年齢階級別の割合の推移
○ 診療所が主たる従事先の医師については、40歳未満の医師の割合は約６％である。
○ 診療所が主たる従事先の医師については、60歳以上の医師の割合が増加してきている。
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師の偏在対策等に関する検討会
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男 性 医 師 （ 3 5 歳 未 満 ） の 診 療 科 別 医 師 数 の 推 移 （ 内 科 を 除 く ）

※内科 ・・内科、呼吸器、循環器、消化器、腎臓、糖尿病、血液、感染症、アレルギー、リウマチ、心療内科、神経内科
※外科 ・・外科、呼吸器外科、心臓血管外科、乳腺外科、気管食道外科、消化器外科、肛門外科、小児外科
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出典：医師・歯科医師・薬剤師調査、統計
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女 性 医 師 （ 3 5 歳 未 満 ） の 診 療 科 別 医 師 数 の 推 移 （ 平 成 2 0 年 を 1 . 0 と し た 場 合 ）
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出典：医師・歯科医師・薬剤師調査、統計

35歳未満医療施設従事医師数の推移（従事する主たる診療科別）③
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出典：医師・歯科医師・薬剤師調査、統計

35歳未満医療施設従事医師数の推移（従事する主たる診療科別）④
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出典：医師・歯科医師・薬剤師調査、統計

35歳未満医療施設従事医師数の推移（従事する主たる診療科別）⑤
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出典：医師・歯科医師・薬剤師調査、統計

35歳未満医療施設従事医師数の推移（従事する主たる診療科別）⑥
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診療科別の時間外・休日労働時間が年1,860時間超の医師の割合
〇 H28調査、Ｒ１調査、今回調査（Ｒ４調査）の病院・常勤勤務医の時間外・休日労働時間が年1,860時間換算を超える医師の割合を診療科別に集計した。

□ 時間外・休日労働時間が年1,860時間換算を超える医師の割合が高い診療科は脳神経外科（9.9%）、外科（7.1%）、形成外科（6.8%）、産婦
人科（5.9%）、 救急科（5.1%）であった。

※ H28調査の分析対象者は常勤勤務医であり、勤務先を問わない。
※ H28調査の設問は、19診療科ではないため、比較不可な診療科がある。
※ 労働時間には、兼業先の労働時間を含み、指示無し時間を除外している。
※ 宿日直の待機時間は労働時間に含め、オンコールの待機時間は労働時間から除外した（労働時間＝診療時間＋診療外時間＋宿日直の待機時間）。
※ R１調査、R４調査では宿日直許可を取得していることがわかっている医療機関に勤務する医師の宿日直中の待機時間を労働時間から除外している。
※ R１調査ではさらに診療科別の性、年齢調整、診療科ごとの勤務医療機関調整を行っている。
※ 「時間外・休日労働時間が年1,860時間超」は週78時間45分超勤務と換算した。
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第18回 医師の働き方改革の推進に
関する検討会

令和５年10月12日
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○ 人口減少や全体の医師数増を踏まえ、医師の増加ペースについて検討する必要があるのではないか。
○ 個別の地域や医療機関における医師不足感については今後も生じうるが、医師不足感の原因は様々で

あり、単に医師数の増加により改善するものではないことから、原因に応じた対策を推進する必要があ
るのではないか。

・医師数は、全国レベルで平成22年から令和２年までの10年間で約４万５千
人増加

・中長期的な医療ニーズや医師の働き方改革を織り込んだ医師の需給推計を
踏まえると、令和11年頃に需給が均衡（※）

・人口減少に伴い将来的には医師需要が減少局面 など

【医師需給分科会第５次とりまとめ R4.2.7】
※労働時間を週60時間程度に制限する等の仮定をおくケースにおいて、令和5年の医学部入学者が医師

となると想定される令和11年頃に均衡。

１．医師増加ペースに
ついての検討

・医師の地域偏在・診療科偏在

・提供体制の非効率・医師の散在（＊）

・働き方のミスマッチ（＊） など

＊当検討会の主たる検討課題ではないものの、関連する課題として必要に応じ検討を実施。

２．医師不足感の原因
への対応

医師養成過程を通じた医師の偏在対策等、医学部臨時定員等にかかる今後の課題
第１回医師養成過程を通じた医
師の偏在対策等に関する検討会

令 和 ６ 年 １ 月 2 ９ 日
資料１
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医師偏在における課題の全体像（案）

診療科偏在
地域偏在

診療科の細分化診療科間の偏在

〇臓器別講座への細分化

〇高度な専門性への高い評
価

〇専門性重視の教育

〇限られた再教育の機会

〇診療科間の働き方・処遇の違い

〇外科・内科の対象疾病・手術の変
化

〇若手医師の価値観の変化（将来性、
タイム・コストパフォーマンス）

〇負荷の強い診療科からの中堅医師
以降での離脱

〇医師少数区域の生活・教育環境

〇出身大学県への定着の低下

〇大学病院等からの医師派遣の変
化

〇若手医師の価値感の変化（タイ
ム・コストパフォーマンス）

考えられる
偏在要因

〇臨床研修の必修化

〇総合診療専門医創設

〇総合診療医支援事業

〇専門研修制度におけるシーリング

〇診療科選定地域枠

〇医師の働き方改革

〇地域枠・地元出身者枠の設置

〇医師養成過程（臨床研修・専門
研修）における採用数上限設定

〇医師確保計画の策定

〇医師派遣・ドクターバンク事業

これまでの
主な

偏在対策

〇増加する高齢者等におけ
る併存疾患への対応

〇へき地診療所、中小病院
を中心としたプライマリ
ケアの対応

〇外科医を中心とした、一部の診療
科医師の減少

〇美容外科医師等の増加

〇医師全体での地域偏在

〇病院、診療所勤務のバランス
（少ない割合ながら医師多数県
を中心とした、若手医師の診療
所勤務の増加）

〇都道府県内における偏在

〇過疎地域における医療アクセス

なお残る
課題
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第４回医師養成過程を通じた医師
の 偏 在 対 策 等 に 関 す る 検 討 会
令 和 ６ 年 ４ 月 2 6 日

資料１
一部改



医師数の年次推移

出典：令和4(2022)年医師・歯科医師・薬剤師統計の概況（結果の概要）
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/ishi/22/dl/R04_kekka-0.pdf

医師数の年次推移

81



年齢階級、施設の種別にみた医師数及び平均年齢の年次推移

出典：令和4(2022)年医師・歯科医師・薬剤師統計の概況（結果の概要）
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/ishi/22/dl/R04_kekka-1.pdf 82
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医学部定員

地域枠等

地域枠等を要件とした臨時定員

8,280人
（昭和56～59年度） 7,625人

(平成15～19年度)

昭和57年
閣議決定

「医師については
全体として過剰を

招かないように配慮」

昭和48年
閣議決定

「無医大県解消構想」

平成

○ 平成20年度以降、医学部の入学定員が過去最大規模となっており、令和２年度以降、前年度比増が継続している。
○ 医学部定員に占める地域枠等*の数・割合も、増加してきている。（平成19年度173人（2.3％）→令和４年1,736人（18.8％））

※地域枠等：地域医療に従事する医師を養成することを主たる目的とした学生を選抜する枠

昭和

(地域枠等及び地域枠等を要件とした臨時定員の人数について、令和５年文部科学省医学教育課調べ)

（人）

9,403人
(令和６年度)

6,200人

※自治医科大学は、設立の趣旨に鑑み地域枠等からは除く。

令和

医学部入学定員と地域枠の年次推移

R6R5R4R3R2R1Ｈ30H29H28H27H26H25H24H23H22H21H20H19

9,4039,3849,3749,3579,3309,4209,4199,4209,2629,1349,0699,0418,9918,9238,8468,4867,7937,625医学部定員

9,2809,2619,2519,2349,2079,2979,2969,2979,1399,0118,9468,9188,8688,8108,7338,3737,6837,525医学部定員（自治医科大学を除く）

－7,6147,6387,6347,6357,7337,7457,7757,6357,6037,6197,6357,6877,6817,6607,7507,3757,452地域枠等以外の医学部定員

－1,7701,7361,7231,6881,6821,6691,6451,6271,5311,4501,4061,3041,2421,186736418173地域枠等

－19.1%18.8％18.7％18.3％18.1％18.0％17.7%17.8％17.0％16.2％15.8％14.7％14.1％13.6％8.8％5.4％2.3％地域枠等の割合

9559388858658409049039048868587947707316766173041180地域枠等を要件とした臨時定員

10.3%10.1％9.6％9.4%9.1%9.7%9.7%9.7%9.7%9.5%8.9%8.6%8.2%7.7%7.1%3.6％1.5％0％地域枠等を要件とした臨時定員の割合

第２回医師養成過程を通じた医師
の 偏 在 対 策 等 に 関 す る 検 討 会

令 和 ６ 年 ２ 月 2 ６ 日
資料１
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※18歳人口は1960～2020年までが国勢調査、2021年以降は日本の将来推計人口（国立社会保障・人口問題研究所令和5年推計 出生中位・死亡中位）を使用。
※医学部定員に関しては、2024年度の定員数で固定されたと仮定。

○ 1970年は約436人に１人が医学部進学していたところ、2024年度の募集定員数で固定した場合、2050年には
約85人に１人が医学部進学することとなる。
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18歳人口千人あたりの医師養成数

１９７０年
18歳人口千人あたり2.29人
(約436人に１人が医学部進学)

２０２４年
18歳人口千人あたり8.62人
(約116人に１人が医学部進学)

２０５０年
18歳人口千人あたり11．8人
(約85人に１人が医学部進学)

２０２０年
18歳人口千人あたり8.10人
(約123人に１人が医学部進学)

２００５年
18歳人口千人あたり5.62人
(約178人に１人が医学部進学)

第２回医師養成過程を通じた医師
の 偏 在 対 策 等 に 関 す る 検 討 会

令 和 ６ 年 ２ 月 2 ６ 日
資料１
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約116人に1人が医学部

に進学する場合

約130人に1人が医学部

に進学する場合

約178人に1人が医学部

に進学する場合

※18歳人口は、国勢調査、日本の将来推計人口（国立社会保障・人口問題研究所令和5年推計 出生中位・死亡中位）を使用。
(年)

1 8 歳人口に占める医師養成数の比率を固定した場合の医師養成数

9,403（R6総定員数）

○ 2024年の18歳人口に占める医師養成数の比率(18歳人口あたり約116人に1人が医学部に進学)を、各年の18歳人口に乗
算した場合、医師養成数は2035年においては現在の恒久定員数を割り込む程度の数になると算出される。

○ 2024年の18歳人口に対する恒久定員数の比率（18歳人口あたり約130人に１人が医学部に進学）を、各年の18歳人口
に乗算した場合、医師養成数は2030年に8,098人、2040年には6,335人と算出され、人口減少に伴い減少する。

○ 2005年(臨時定員増員前)の18歳人口に占める医師養成数の比率(18歳人口あたり約178人に1人が医学部に進学)を2024
年の18歳人口に乗算した場合、医師養成数は6,130人と算出され、その後も人口減少に伴い減少する。

8,398（恒久定員数）

(人)

（2005年の総定員数

と18歳人口の比率）

（2024年の総定員数

と18歳人口の比率）

（2024年の恒久定員数

と18歳人口の比率）

第２回医師養成過程を通じた医
師の偏在対策等に関する検討会

令 和 ６ 年 ２ 月 2 ６ 日
資料１
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医師需給は、労働時間を週60時間程度に制限する等の仮定をおく「需要ケース２」において、2023年（令和５
年）の医学部入学者が医師となると想定される2029年（令和11年）頃に均衡すると推計される。

・供給推計 今後の医学部定員を令和２年度の9,330人として推計。
※ 性年齢階級別に異なる勤務時間を考慮するため、全体の平均勤務時間と性年齢階級別の勤務時間の比を仕事率とし、仕事量換算した。

・需要推計 労働時間、業務の効率化、受療率等、一定の幅を持って推計を行った。
・ケース１（労働時間を週55時間に制限等 ≒年間720時間の時間外・休日労働に相当）
・ケース２（労働時間を週60時間に制限等 ≒年間960時間の時間外・休日労働に相当）
・ケース３（労働時間を週78.75時間に制限等 ≒年間1860時間の時間外・休日労働に相当）

2032年頃に約36.6万人で均衡2029年頃に約36万人で均衡

需要ケース１

需要ケース２

（年）

供給推計

需要ケース３

令和2年度 医師の需給推計について 医療従事者の需給に関する検討会
第35回 医師需給分科会

令和２年８月31日 資料１（一部改）

86



医師確保対策に関する取組（全体像）

各都道府県の取組医師養成過程における取組

【医師確保計画】

○ 医師偏在指標により医師偏在の状況を把握
計画期間の終了時点で確保すべき目標医師数を設定

＜具体的な施策＞

●大学と連携した地域枠の設定

●地域医療対策協議会・地域医療支援センター

・ 地域医療対策協議会は、医師確保対策の方針（医師養
成、医師の派遣調整等）について協議

・ 地域医療支援センターは、地域医療対策協議会の協議
結果に基づき、医師確保対策の事務（医師派遣事務、派遣
される医師のキャリア支援・負担軽減、勤務環境改善支援
センターとの連携等）を実施

●キャリア形成プログラム（地域枠医師等）

・ 「医師不足地域の医師確保」と「派遣される医師の能
力開発・向上」の両立を目的としたプログラム

●認定医師制度の活用

・ 医師少数区域等に一定期間勤務した医師を厚労大臣が
認定する制度を活用し、医師不足地域の医師を確保

【大学医学部】

〇 中長期的な観点から、医師の需要・供給推計に基づき、全
国の医師養成数を検討

〇 地域枠（特定の地域や診療科で診療を行うことを条件とし
た選抜枠）の医学部における活用方針を検討

【臨床研修】

〇 全国の研修希望者に対する募集定員の倍率を縮小するとと
もに、都道府県別に、臨床研修医の募集定員上限数を設定

〇 その際、都市部や複数医学部を有する地域について、上限
数を圧縮するとともに、医師少数地域に配慮した定員設定
を行い、地域偏在を是正

【専門研修】

〇 日本専門医機構において、将来の必要医師数の推計を踏ま
えた都道府県別・診療科別の専攻医の採用上限数（シーリ
ング）を設定することで、地域・診療科偏在を是正
（産科等の特に確保が必要な診療科や、地域枠医師等につ
いてはシーリング対象外）

地域の医療を支えている勤務医が、安心して働き続けられる環境を整備することが重要であることから、都道府県ごとに設置された医
療勤務環境改善支援センター等による医療機関への支援を通じて、適切な労務管理や労働時間短縮などの医師の働き方改革を推進。具体
的には、

○ 医療機関における医師労働時間短縮計画の作成や追加的健康確保措置等を通じて、労働時間短縮及び健康確保を行う

○ 出産・育児・介護などのライフイベントを経験する医師が、仕事と家庭を両立できるよう勤務環境の改善を推進

医師の働き方改革

令和４年５月11日 第4回地域医療構想及び
医師確保計画に関するWG資料(一部改)
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専門研修 ー 専門医制度における地域・診療科偏在対策

日本専門医機構が、都道府県別・診療科別採用上限数を
設定（シーリング）

※5大都市を対象としたシーリング→厚生労働省が算出した都道府県別・診療科別
必要医師数に基づいたシーリングへ変更されている（2020年度研修～）

医師法の規定により、都道府県の意見を踏まえ、厚生労働大臣から
日本専門医機構等に意見・要請を実施

医師養成過程を通じた医師偏在対策

学部
教育

臨床
研修

専門
研修

医師養成
過程

臨床研修 ー 臨床研修制度における地域偏在対策

都道府県別募集定員上限数の設定
全国の研修希望者に対する募集定員の倍率を縮小

医師少数区域へ配慮した都道府県ごとの定員設定方法への変更
地域医療重点プログラムの新設（2022年～）

•長期的には医師供給が需要を上回ると考えられるが、地域偏在や診療科偏在に引き続き対応する必要があることから、医師養成過
程の様々な段階で医師の地域偏在・診療科偏在対策を進めている。

専門研修部会

大学医学部 ー 地域枠の設定（地域・診療科偏在対策）

大学が特定の地域や診療科で診療を行うことを条件とした選抜枠を設け、都道府県が学生に対して奨学金を貸与する
仕組みで、都道府県の指定する区域で一定の年限従事することにより返還免除される（一部例外あり）

令和８年度の医学部臨時定員については、令和６年度の医学部総定員数（9,403人）を上限とし、臨時増員の枠組みを維持
令和９年度以降の医学部臨時定員については、各都道府県・大学の医師確保の現状を踏まえて改めて検討

医師養成過程を通じた医師の偏在対策等に関する検討会

※臨床研修病院の指定、募集定員の設定権限を都道府県へ移譲（2020年4月～）

定
員

B県やC県のX診療科を目指す

→

応募人数
(A県 X診療科)

B県 A県 C県

X診療科 Z診療科Y診療科

A県のY診療科やZ診療科を目指す

X診療科の研修
を行う場合

A県で研修
を行う場合

診療科間の偏在是正

都道府県間の偏在是正
A県
X診療科

6
年

2
年

3
年
以
上

資料１
一部改編

医療従事者の需給に関する検討会 第37回医師需給分科会

令和３年３月４日

7,000

9,000

11,000

H17' H20' H23' H26' H29' R2' R5'

研修希望者

募集定員
人

1.23倍

1.06倍

1.35倍

臨床研修部会

1.1倍
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臨床研修医の募集定員について

研修医の募集定員数、研修希望者数、募集定員倍率（募集定員数÷研修希望者数）の推移

・研修医の募集定員は、全国の定数管理や地域別の偏在調整が行われず募集定員倍率（研修希望者数に対する募集定員数の比
率）が1.3倍を超える規模まで拡大

平成22年度～

平成16年度

・平成22年度から臨床研修を開始する研修医について、厚生労働省が各都道府県の募集定員上限を設定

平成27年度～ ・募集定員倍率を令和2年度に向けて約1.10倍まで縮小する

11,030
11,276 11,370 11,461

11,722
11,448

10,69910,900
10,755

10,739 10,703

11,22211,27211,39011,244
11,49211,325

11,227
11,144

11,066

8,443
8,720 8,802 8,759 8,702 8,572 8,597 8,729 8,655 8,679 8,717

9,206
9,637

9,826
10,195 10,297 10,288

10,085
10,251

10,423

8,000

9,000

10,000

11,000

12,000

H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 R2 R3 R4 R5

研修希望者数

募集定員数

（人）

1.10倍 1.09倍1.35倍
1.25倍 1.22倍

1.06倍

臨床研修制度等に関する意見のとりまとめ（平成21年２月18日 臨床研修制度のあり方等に関する検討会）
（２）募集定員や受入病院のあり方の見直し
○研修希望者に見合った募集定員の総枠を設定するとともに、研修医の地域的な適正配置を誘導するため、人口分布

を始め医師養成規模・地理的条件等を考慮した都道府県別の募集定員の上限を設定する。

令和３年度～ ・募集定員倍率を令和７年度に約1.05倍まで縮小する

・令和３年度から臨床研修を開始する研修医について、各都道府県が、厚生労働省が設定した各都道府県の募集定員上限の範囲内で、
当該都道府県内の病院の募集定員を設定

1.24倍
1.31倍

○ 臨床研修の必修化後、研修医の募集定員が研修希望者の1.3倍を超える規模まで拡大し、研修医が都市部に集中する傾向が続いた。
○ このため、平成22年度研修から各都道府県の募集定員上限を設定し、研修医の偏在是正を図っている。

第１回医師養成過程を通じた医師の偏
在 対 策 等 に 関 す る 検 討 会
令 和 ６ 年 １ 月 2 9 日

資料１

一部改編
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H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2 R3 R4 R５

医師少数県 21.7 22.0 22.2 22.1 23.2 23.6 24.7 24.8 25.0 26.1 26.2 25.8 27.0 26.9 28.1
医師多数県 46.3 45.7 45.7 46.1 45.2 44.8 43.4 43.0 42.6 41.1 41.4 40.6 39.7 39.9 38.7

20

25

30

35

40

45

50
医師少数県 医師多数県

研修医の採用人数の割合の推移〈医師多数県と医師少数県〉

(%)

医師多数県及び医師少数県は医師偏在指標（厚生労働省：令和５年８月時点）による

医師多数県（16都府県）：東京、京都、福岡、岡山、沖縄、徳島、大阪、長崎、石川、和歌山、佐賀、熊本、鳥取、奈良、高知、香川
医師少数県（16県） ：岩手、青森、新潟、福島、茨城、埼玉、秋田、山形、静岡、千葉、群馬、長野、岐阜、三重、宮崎、山口

H22年度～：都道府県別の募集定員上限設定

○ 平成22年度より、都道府県別の募集定員上限を設定しており、全国の臨床研修医の採用人数に占める医師多数
県の割合は減少（▲7.6ポイント）する一方で、医師少数県における臨床研修医の割合が増加（＋6.4ポイント）
しており、医師多数県と医師少数県の差が縮小してきている。

第１回医師養成過程を通じた医師の偏
在 対 策 等 に 関 す る 検 討 会
令 和 ６ 年 １ 月 2 9 日

資料１
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研修医の採用人数の割合の推移〈６都府県とその他の道県〉

大都市部のある６都府県（東京・神奈川・愛知・京都・大阪・福岡）の採用人数の割合は、臨床研修の必修化前の51.3％（平成15年度）から39.9％（令和５年度）まで
減少している

H15' H16' H17' H18' H19' H20' H21' H22' H23' H24' H25' H26' H27' H28' H29' H30' R1' R2' R3' R4' R5'
６都府県 51.3% 47.8% 48.9% 48.8% 48.1% 47.7% 48.6% 47.8% 47.5% 46.7% 45.5% 44.4% 43.6% 42.6% 41.8% 41.7% 41.7% 41.3% 40.8% 40.7% 39.9%
その他の道県 48.7% 52.2% 51.1% 51.2% 51.9% 52.3% 51.4% 52.2% 52.5% 53.3% 54.5% 55.6% 56.4% 57.4% 58.2% 58.3% 58.3% 58.7% 59.2% 59.3% 60.1%

35.0%

40.0%

45.0%

50.0%

55.0%

60.0%

65.0%

６都府県 その他の道県

資料２－１

第４回医道審議会医師分科会
医師臨床研修部会

令和５年12月１日
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研修医の採用人数の割合の推移〈医師多数県と医師少数県〉

研修医の採用人数の割合は、平成15年度から令和５年度にかけて、医師多数県は53.1％から38.7％に減少した一方で（マイナス14.4ポイント）、医師少数県は18.6％か
ら28.1％に増加した（プラス9.5ポイント）

18.6

22.0

28.1

53.1

45.7

38.7

0

10

20

30

40

50

60

平成15年度 平成22年度 令和５年度

医師少数県 医師多数県
(%)

医師多数県及び医師少数県は医師偏在指標（厚生労働省：令和５年８月時点）による

医師多数県（16都府県）：東京、京都、福岡、岡山、沖縄、徳島、大阪、長崎、石川、和歌山、佐賀、熊本、鳥取、奈良、高知、香川
医師少数県（16県） ：岩手、青森、新潟、福島、茨城、埼玉、秋田、山形、静岡、千葉、群馬、長野、岐阜、三重、宮崎、山口

資料２－１

第４回医道審議会医師分科会
医師臨床研修部会

令和５年12月１日
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募集定員上限に占める採用人数の割合と医師偏在指標

北海道

青森

岩手

宮城

秋田

山形

福島

茨城

栃木

群馬

埼玉

千葉 東京

神奈川

新潟

富山

石川

福井

山梨

長野

岐阜

静岡

愛知

三重

滋賀

京都
大阪

兵庫

奈良

和歌山

鳥取
島根

岡山

広島

山口

徳島

香川

愛媛

高知

福岡

佐賀

長崎熊本

大分

宮崎

鹿児島

沖縄

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

110.0%

150.0 160.0 170.0 180.0 190.0 200.0 210.0 220.0 230.0 240.0 250.0 260.0 270.0 280.0 290.0 300.0 310.0 320.0 330.0 340.0 350.0 360.0

募
集

定
員

上
限

に
占

め
る

採
用

人
数

の
割

合
（

R5
)

全
国

平
均

83
.4

％

医師偏在指標（R５） 医師多数県医師少数県

83.4％

【出典】
・医師偏在指標は令和６年１月時点

資料１
一部改

令和５年度第３回医道審議会医師分科会
医師臨床研修部会

令和５年10月４日
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医師少数県等の地域での研修機会の充実について

〇 医師少数県等における研修医の更なる確保のため、令和８年度開始の臨床研修から、医

師多数県*１の募集定員上限のうち一定程度*２を、例えば「医師少数県*3」又は「医師中程

度県*3の医師少数区域」に所在する臨床研修病院で半年間以上研修を行うプログラムに参

加するようにすることが、令和６年３月25日 医道審議会 医師分科会 医師臨床研修部会報

告書に記載された。

【参考】令和２年 12 月 9 日 医師養成の過程から医師偏在是正を求める議員連盟「地域医療の安定のための医師
養成制度改革」に関する要望（抜粋）

〇地域におけるニーズと地域の教育研修体制を踏まえた上で、臨床研修 2 年目における地域医療研修の期間につい
て半年間を目途に義務化することを含め、臨床研修制度が医師偏在是正にも貢献しうる制度とすること。

*１ 募集定員上限に占める採用人数の割合が全国平均以上の都道府県に限る

*２ 原則として５％程度

*３ 募集定員上限に占める採用人数の割合が全国平均以下の都道府県に限る

94

第３回医師養成過程を通じた医師
の 偏 在 対 策 等 に 関 す る 検 討 会

令 和 ６ 年 ３ 月 2 ７ 日
資料１



広域連携型プログラムの概要案①

参考➀：大学病院で臨床研修を行った研修医が、病院（プログラム）を選んだ理由として、いわゆる「たすきがけプログラム」が
上位に挙がる

参考➁：臨床研修医の中でも長期の地域での研修を希望する者が一定数存在する

臨床研修修了者（令和３年度修了）アンケートにおいて、地域医療研修の期間が「短かった」と回答した者：約15％

令和４年３月修了者令和３年３月修了者令和２年３月修了者

臨床研修のプログラムが充実（35.7%）臨床研修のプログラムが充実（36.2％）出身大学である（37.9％）第１位

出身大学である（32.5%）出身大学である（35.2％）臨床研修のプログラムが充実（34.4％）第２位

「たすきがけプログラム」があったから
（26.0%）

「たすきがけプログラム」があったから
（29.1％）

「たすきがけプログラム」があったから
（27.7％）

第３位

臨床研修を行った病院（プログラム）を選んだ理由（臨床研修修了者アンケート 研修先：大学病院）

医師多数県の基幹型病院（連携元病院）に採用された研修医が、医師多数県における研修を中心としつつ、
医師少数県等の臨床研修病院（連携先病院）においても一定期間研修するプログラム

以上に加え、本プログラムを通じて地域における医療へのキャリアの選択肢が広がるなど、
医師偏在対策に資する

地域における研修機会の充実に
ー医師少数区域など地域の医療現場を経験できる機会を充実

複数の医療現場の魅力・特性を生かした充実した研修が可能に
ー異なる医療現場を経験できる、地域における医療現場を経験できるなど

研修医のキャリアの選択肢に
ー異なる環境で医療に従事する中で、研修医の将来のキャリア検討の選択肢や自分の特性に気づく契機になる

全国の臨床研修ネットワークの形成に
ー異なる地域の臨床研修に関するネットワークが形成され知見の共有等につながる
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資料１

令和６年度第１回 医道審議会
医師分科会 医師臨床研修部会

令和６年６月26日



広域連携型プログラムの概要案②

１．対象区域
・連携元区域：医師多数県のうち募集定員上限に占める採用率が全国平均以上の都道府県（但し、地理的事情などの

特殊事情を有する沖縄県は除く。）（以下「医師多数県」という）

・連携先区域：医師少数県のうち募集定員上限に占める採用率が全国平均以下の都道府県
医師中程度県のうち募集定員上限に占める採用率が全国平均以下の都道府県の医師少数区域
連携元区域に該当する医師多数県の医師少数区域（対象人数の一部）
（以下「医師少数県等」という）

※対象区域は令和５年度の医師偏在指標等を用いて決定する。また、プログラムの継続実施の観点から当面の間は本プログラムの対象
区域を固定するが、今後のプログラムの実施状況や指標の更新状況等を踏まえつつ対象区域の変更も並行して検討する。

※連携元区域に該当する医師多数県の医師少数区域について、人口30万人以上の二次医療圏は連携先区域から除く。

２．対象病院
・連携元病院：医師多数県の基幹型病院
・連携先病院：医師少数県等の基幹型病院、協力型病院等

３．対象人数
・医師多数県の募集定員上限の５％以上

※連携先病院が連携元区域に該当する医師多数県の医師少数区域に所在する病院である場合には、募集定員上限の５％のうち２％を限度
とする。

※激変緩和措置適用都道府県はこれに激変緩和措置により加算された定員数の１／２を加えた数。但し、連携先病院の確保の観点から当
初の間は本規定は適用しない。

※令和８年度の募集定員上限は、令和８年度の募集定員上限の５％を基本としつつ、令和８年度募集定員上限が令和７年度募集定員上限
を上回る場合は、令和７年度募集定員上限の５％とすることも可とする。
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令和６年度第１回 医道審議会
医師分科会 医師臨床研修部会

令和６年６月26日



広域連携型プログラムの概要案③

４．時期・期間
・プログラムの実施時期は原則として臨床研修の２年目とする。
・プログラムの実施期間は24週又はそれ以上とする。

５．費用負担
・プログラムの作成・実施に係る費用に関する国による支援を検討。

○ 広域連携型プログラムを設定・運用するにあたり、例えば、以下のような費用負担が考えられる。
・広域連携型プログラムの責任者となるプログラム責任者に係る負担（連携元）
・研修医の移動に伴う旅費に係る負担（主に連携先）
・研修医の滞在に係る負担（主に連携先）

○これらに係る負担については、医師臨床研修費補助金において支援することを検討。
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令和６年度第１回 医道審議会
医師分科会 医師臨床研修部会

令和６年６月26日



リハビリ
テーション科

形成外科麻酔科放射線科脳神経外科泌尿器科耳鼻咽喉科眼科整形外科精神科皮膚科小児科内科
シーリング対象

の診療科数

20+３+【6】１北海道
０青森県
０岩手県
０宮城県
０秋田県
０山形県
０福島県
０茨城県
０栃木県
０群馬県
０埼玉県
０千葉県

16+４+【15】30+10+【6】75+15+【11】36+７+【5】41+７+【6】44+11+【3】52+16+【6】104+13+【9】74+12+【14】+（5）54+18+【11】98+19+【11】398+123+【52】12東京都

14+１+【1】１神奈川県
０新潟県
０富山県

10+０+【1】９+０+【2】２石川県
０福井県
０山梨県
０長野県
０岐阜県
０静岡県

16+１+【1】１愛知県
０三重県

７+０+【0】１滋賀県
11+２+【4】14+０+【0】19+０+【0】８+２+【1】14+３+【2】16+１+【1】８+２+【2】９+０+【2】62+18+【8】９京都府

15+２+【2】30+２+【6】14+３+【2】18+１+【0】17+２+【1】22+４+【5】41+2+【4】200+10+【21】８大阪府
13+０+【2】14+０+【0】12+１+【0】13+０+【0】４兵庫県

０奈良県
９+０+【1】20+３+【2】２和歌山県

15+１+【2】１鳥取県
０島根県

14+３+【6】９+０+【0】10+１+【2】14+０+【0】55+７+【6】５岡山県

０広島県
０山口県

16+４+【2】１徳島県
０香川県
０愛媛県
０高知県

７+０+【2】20+４+【4】15+０+【2】11+０+【2】33+10+【3】17+５+【3】+（1）11+１+【0】118+29+【15】８福岡県
８+０+【1】１佐賀県

６+０+【0】７+０+【0】９+０+【0】33+４+【4】４長崎県
８+０+【1】11+０+【2】33+０+【3】３熊本県

０大分県
０宮崎県
０鹿児島県

８+０+【0】７+０+【1】２沖縄県

※都道府県の各診療科の数値は通常募集プログラム数＋連携プログラム数＋【特別地域連携プログラム数】（精神科のみ：精神保健指定医連携枠）

令和６年度専攻医採用におけるシーリング 資料１（日本専
門医機構資料）

令和６年度第１回 医道審議会
医師分科会 医師専門研修部会

令和６年７月19日
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専攻医採用実績数 都道府県別一覧表

R６年
（2024）

R５年
（2023）

R４年
（2022）

R３年
（2021）

R２年
（2020）

R１年
（2019）

H30年
（2018）

都道府県

298296 342303305317296北海道１
7967 7172687261青森県２
5480 7477716562岩手県３
192170 181144172142159宮城県４
4852 4755554960秋田県５
6054 5455576655山形県６
10479 86106877686福島県７
154154 138151134142130茨城県８
124149 147130122121120栃木県９
99102 103105847879群馬県10
378366 381317343256228埼玉県11
410397 395388381332267千葉県12

1,7911,832 1,7491,7481,7831,7701,824東京都13
652665 639607546516497神奈川県14
10190 1099912395100新潟県15
4550 5051525354富山県16
8697 131118113122109石川県17
5153 4445575039福井県18
5858 5866535737山梨県19
100111 121103124109112長野県20
11592 1051131118598岐阜県21
204154 171181173150114静岡県22
585612 571552520476450愛知県23

8889 918910294102三重県24

R６年
（2024）

R５年
（2023）

R４年
（2022）

R３年
（2021）

R２年
（2020）

R１年
（2019）

H30年
（2018）

都道府県

11596 11394878990滋賀県25
262272 295283260269284京都府26
733676 684669683652649大阪府27
499490 478452454381338兵庫県28
126116 12210411597103奈良県29
8379 8967906772和歌山県30
5043 4845535545鳥取県31
5740 2861464437島根県32
207221 244221243221215岡山県33
159161 155144145141148広島県34
6258 5561594645山口県35
4438 4152486560徳島県36
4740 4853375948香川県37
6457 7274856588愛媛県38
4955 5860443650高知県39
475434 470451424444450福岡県40
4850 6159535358佐賀県41
8590 102958711184長崎県42
101111 89111113122104熊本県43
6974 8063586164大分県44
4664 5456455237宮崎県45
8492 10211810510794鹿児島県46
11399 10211511285108沖縄県47

9,4549,325 9,4489,1839,0828,6158,410計

令和６年３月２８日時点 確定値

※青いセルは医師少数県、黄色いセルは医師多数県（令和６年度医師確保計画に用いられる医師偏在指標に基づく）

資料１（日本専
門医機構資料）

令和６年度第１回 医道審議会
医師分科会 医師専門研修部会

令和６年７月19日
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専攻医採用実績数 診療科別一覧表

令和６年
（2024年）
採用実績

令和５年
（2023年）
採用実績

令和４年
（2022年）
採用実績

令和３年
（2021年）
採用実績

令和２年
（2020年）
採用実績

平成31年
（2019年）
採用実績

平成30年
（2018年）
採用実績

診療科

2,8502,8552,9152,9772,9232,7942,670内科１
532526551546565548573小児科２
297348326303304321271皮膚科３
570562571551517465441精神科４
807835846904829826805外科５
739651644623671514552整形外科６
482481517475476437441産婦人科７
331310343329344334328眼科８
206203256217266282267耳鼻咽喉科９
343338310312323255274泌尿器科10
219217237255247252224脳神経外科11
343341299268247234260放射線科12
486466494463455489495麻酔科13
90939995102118114病理14
1836222114196臨床検査15
472408370325279286267救急科16
226234253209215193163形成外科17
153136145104836975リハビリテーション科18
290285250206222179184総合診療19

9,4549,3259,4489,1839,0828,6158,410計

令和６年３月２８日時点 確定値

※黄緑色のセルはシーリング対象の診療科

資料１（日本専
門医機構資料）

令和６年度第１回 医道審議会
医師分科会 医師専門研修部会

令和６年７月19日
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2024年度専攻医募集におけるシーリングの基本的な考え方

○ 2023年度同様、足下医師充足率が低い都道府県のうち、医師少数区域等にある施設を１年以上連携先とする特別地
域連携プログラムを通常募集プログラム等のシーリングの枠外として別途設ける。

通常募集
プログラム

○ シーリング対象の都道府県別診療科が「連携プログラム」を設定するためには、通常プログラムの地域貢献
率※４を原則20％以上とし、通常プログラムにおいて医師が不足する都道府県や地域で研修する期間をあらか
じめ確保する。

Σ(各専攻医が「シーリング対象外の都道府県」および「当該都道府県の医師少数区域」で研修を実施している期間)
Σ(各専攻医における専門研修プログラムの総研修期間)

※４ 地域貢献率＝

特別地域連携
プログラム

連携
プログラム

都道府県限定分

○ 連携プログラムにおける連携先（シーリング対象外の都道府県）での研修期間は、全診療科共通で１年６ヶ月
以上とする。

【連携先】

原則足下充足率※１が0.7以下（小児科につ

いては0.8以下）の都道府県のうち、
• 医師少数区域にある施設※２

• 年通算の時間外・休日労働時間が1860
時間を超える医師等が所属する施設※３

【採用数】

原則都道府県限定分と同数

【研修期間】

全診療科共通で１年以上

○ 通常募集及び連携プログラムにおけるシーリング数の計算は2023年度と同様とする。

○ 連携プログラム採用数の基礎数の５％は、「都道府県限定分」として足下充足率が0.8以下の医師不足が顕著
な都道府県で研修を行うプログラムとして採用。

○ 連携プログラム採用数＝連携プログラム基礎数※５ ×
20％ ：（専攻医充足率≦100％の診療科の場合）

15％ ：（100％＜専攻医充足率≦150％の診療科の場合）

10％ ：（専攻医充足率＞150％の診療科の場合）

（
２
０
２
２
シ
ー
リ
ン
グ

）

※５ 連携プログラム基礎数＝（過去３年の平均採用数－2024年の必要医師数を達成するための年間養成数）

※１ 足下充足率＝2016足下医師数/2024必要医師数、もしくは、2018足下医師数/2024必要医師数

※３ 宿日直許可の取得、タスクシフト／シェアの推進などの取組を行ってもなお、地域医療を維持するために年通算の時間外・休日労働時間
が1860時間を超 えるもしくは超えるおそれがある医師が所属する施設であって、指導医・指導体制が確保され、かつ、適切な労働時間となるように、研
修・労働環境が十分に整備されている施設。なお、その際、年通算の時間外・休日労働時間が1860時間を超える又は超えるおそれがある医師の労働時
間の短縮に資する分野の専攻医が連携先において研修を行う場合に限り設置可能とする。

※２ 小児科については小児科医師偏在指標に基づく相対的医師少数区域にある施設

（

特
別
地
域
連
携
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
加
え
た
２
０
２
３
・２
０
２
４
シ
ー
リ
ン
グ

）

注：特別地域連携プログラムの採用数については、診療科別の個別事情も考慮し設定

資料１
（日本専門医
機構資料）

令和５年度第１回 医道審議会
医師分科会 医師専門研修部会

令和５年６月22日
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『医師確保計画』（＝医療計画に記載する「医師の確保に関する事項」）の策定

医師確保計画を通じた医師偏在対策について

医師偏在指標の大小、将来の需給推計などを
踏まえ、地域ごとの医師確保の方針を策定。

・ 短期的に医師が不足する地域では、医師が多い地域
から医師を派遣し、医師を短期的に増やす方針とする

・ 中長期的に医師が不足する地域では、地域枠・地元
出身者枠の増員によって医師を増やす方針とする 等

医師の確保の方針を踏まえ、目標医師数を達成
するための具体的な施策を策定する。

・ 大学医学部の地域枠を15人増員する

・ 地域医療対策協議会で、医師多数区域のA医療圏
から医師少数区域のB医療圏へ10人の医師を派遣
する調整を行う 等

医師の確保の方針 目標医師数を達成するための施策

(例)

医師の偏在の状況把握

* 2020年度からの最初の
医師確保計画のみ４年

（医療計画全体の見直
し時期と合わせるため）

国は、都道府県に医師確保計画として以下の内容を策定するよう、ガイドラインを通知。

都道府県による医師の配置調整のイメージ

（三次医療圏、二次医療圏ごとに策定）

医師多数区域・医師少数区域の設定
全国の335二次医療圏の医師偏在指標の値を一律に比較し、上位
の一定の割合を医師多数区域、下位の一定の割合を医師少数区
域とする基準を国が提示し、それに基づき都道府県が設定する。

医師偏在指標の算出
三次医療圏・二次医療圏ごとに、医師の偏在の状況を全国ベースで客
観的に示すために、地域ごとの医療ニーズや人口構成､医師の性年齢
構成等を踏まえた医師偏在指標の算定式を国が提示する。

・ 医療需要（ニーズ）及び
将来の人口・人口構成の変化

・ 患者の流出入等
・ へき地等の地理的条件

・ 医師の性別・年齢分布
・ 医師偏在の種別
（区域、診療科、入院／外来）

（例）

医師多数区域

医師少数区域

都道府県

医師が多い地域から少な
い地域に医師が配置され
るような取組を実施

可視化された客観的な
データに基づき、効果的な
施策立案を実施

３年*ごとに、都道府県において計画を見直し（PDCAサイクルの実施）

全国335医療圏

医師偏在指標

医療圏の順位 335位 334位 333位 ３位 ２位 １位

小 大下位33.3％
⇒医師少数区域

上位33.3％
⇒医師多数区域

・・・

背景
・ 人口10万人対医師数は、医師の偏在の状況を十分に反映した指標となっていない。
・ 都道府県が主体的・実効的に医師確保対策を行うことができる体制が十分に整っていない。

医師偏在指標で考慮すべき「５要素」

確保すべき医師の数の目標
（目標医師数）

（三次医療圏、二次医療圏ごとに策定）

医師確保計画策定時に、３年間の計画期間の終
了時点で確保すべき目標医師数を、医師偏在指
標を踏まえて算出する。
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都道府県別の医師偏在指標（令和６年1月）

黄色：医師多数都道府県
青色：医師少数都道府県

出典）厚生労働省HP 医師確保対策-医師偏在指標-
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kinkyu/index.html

※上位1/3の閾値を266.9、下位1/3の閾値を228.0と設定している。

第１回医師養成過程を通じた医師
の 偏 在 対 策 等 に 関 す る 検 討 会

令 和 ６ 年 １ 月 2 9 日

資料１
一部改
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都道府県別の医師偏在指標（令和6年1月）

※本地図は、一部掲載が省略された島等

がある簡略図である。

黄色：医師多数都道府県
青色：医師少数都道府県

第１回医師養成過程を通じた医師
の 偏 在 対 策 等 に 関 す る 検 討 会

令 和 ６ 年 １ 月 2 9 日

資料１
一部改
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地域医療対策協議会・地域医療支援センター

平成30年医療法改正により、地域医療対策協議会の役割の明確化、協議プロセスの透明化を図るとともに、地域医療
支援センターとの関係や役割について明確化

協議事項を法定

・ キャリア形成プログラムの内容
・ 医師の派遣調整
・ 派遣医師のキャリア支援策
・ 派遣医師の負担軽減策

・ 大学の地域枠・地元枠設定
・ 臨床研修病院の指定
・ 臨床研修医の定員設定
・ 専門研修の研修施設・定員 等

地域医療対策協議会
（医師確保対策の具体的な実施に係る関係者間の協議・調整を行う場）

構成員 都道府県、大学、医師会、主要医療機関、民間医療機関 等

※ 議長は都道府県以外の第三者・互選、女性割合に配慮 等

役割

協議の
方法

・ 医師派遣先（公的､民間の別）等の医師の派遣状況について定期的
に国がフォローアップ

国の
チェック

・医師偏在指標に基づき協議
・大学・医師会等の構成員の合意が必要
・協議結果を公表

法定
事務

・ 都道府県内の医師確保状況の調査分析
・ 医療機関や医師に対する相談援助
・ 医師派遣事務
・ キャリア形成プログラムの策定
・ 派遣医師のキャリア支援・負担軽減 等

地域医療支援センター
（医師確保対策の事務の実施拠点）

都道府県が実施する医師派遣等の対策は、
地域医療対策協議会において協議が調った
事項に基づいて行う

※医療従事者の勤務環境改善については、医療勤務
環境改善支援センターと連携を図る

第４回地域医療構想及び医師確保計画に
関 す る ワ ー キ ン グ グ ル ー プ

令 和 4 年 ５ 月 １ １ 日

資料１
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キャリア形成プログラムについて
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都道府県は、地域医療対策協議会において協議が調った事項に基づき、「医師不足地域における医師の確保」と「医師不足地域に派遣される医師の能力
開発・向上の機会の確保」の両立を目的とするキャリア形成プログラムを策定することとされている
※医療法及び医師法の一部を改正する法律(平成30年法律第79号)により地域医療支援事務として医療法に明記。キャリア形成プログラムの詳細については、医療法施行規則(省令)及びキャリア形成プログラム運用指針(通知)に規定

＜キャリア形成プログラムに基づくキャリア形成のイメージ＞

キャリア形成プログラムの対象期間（原則９年間以上、その他（貸与期間の1.5倍以上等）も設定可能）

［入学時等］
キャリア形成卒前支援プラン及びキャリア形成プログラムへの参加（適用同意）

キャリア形成卒前支援プラン

臨床研修（２年間） 専門研修等（原則７年間以上） それ以降

キャリア形成プログラム

［修了時等］
コース選択

ローテーション
（専門医取得も可能*）

大学病院 医師不足
医療機関

中核病院県内で不足する診療領域を中心に、
診療領域や就業先の異なる複数のコースを設定
Aコース（内科・専門医取得）
Bコース（内科・へき地中心）
Cコース（産婦人科）
Dコース（新生児領域）
・・・

原則として都道府県内で勤務（家族の介護等のやむを得ない事情がある場合を除く）

*専門研修プログラム
との整合性を確保

※対象期間のうち、医師の確保を特に図るべき区域等での就業期間は４年間以上とする

＜キャリア形成プログラムの対象者＞
• 地域枠を卒業した医師
• 地域での従事要件がある地元出身者枠を卒業した医師
• 自治医科大学卒業医師（平成30年度入学者までは任意適用）
• その他プログラムの適用を希望する医師
※キャリア形成プログラムの適用に同意した学生に対しては、修学資金の貸与に地域医療
介護総合確保基金の活用が可能

※キャリア形成卒前支援プランの適用は令和５年度以降
※地域枠等以外の学生で地域での従事要件が課されていない
学生においても、本人の希望により、希望時から適用が可能

＜キャリア形成プログラムに基づく医師派遣＞
大学等による医師派遣との整合性を確保するため、地域医療対策協議会で派遣計画案を協議
※地域医療構想における機能分化・連携の方針との整合性を確保する
※理由なく公立・公的医療機関に偏らないようにする
※都道府県は、医師偏在対策と対象医師のキャリア形成の両立を円滑に推進するため、各地域の医師偏在の状
況や対象医師の希望を勘案しつつ、就業先について、大学等の専門医の研修プログラム責任者等との調整を行
うとともに、対象学生の支援を行う人材（キャリアコーディネーター）を配置する
※都道府県は、対象医師から満足度等も含む意見聴取を定期的に実施し、勤務環境改善・負担軽減を図る

対象者の地域定着促進のための方策
＜プログラム満了前の離脱の防止＞
• キャリア形成プログラムは都道府県と対象者との契約関係であり、対象者は満了するよ
う真摯に努力しなければならないことを通知で明示

• 一時中断中は、中断事由が継続していることを定期的な面談等により確認（中断事由
が虚偽の場合は、契約違反となる）

• 都道府県は、キャリア形成プログラムを満了することを、修学資金の返還免除要件とす
る（家族の介護等のやむを得ない事情がある場合を除く）

＜対象者の納得感の向上と主体的なキャリア形成の支援＞
• 都道府県は、対象者の希望に対応したプログラムとなるよう努め、診療科や就業先の
異なる複数のコースを設定する

• 都道府県は、コースの設定・見直しに当たって、対象者からの意見を聴き、その内容を公
表し反映するよう努める

• 出産、育児等のライフイベントや、大学院進学・海外留学等の希望に配慮するため、プ
ログラムの一時中断を可能とする（中断可能事由は都道府県が設定）

・地域医療に関する実習や講義の支援
・定期的な勉強会等の開催
・学生の支援のための寄附講座の設置 等

※対象学生を支援するため以下の内容を盛り込み策定都道府県

大学

大学医学部（６年間）
修学資金の貸与（任意）

教育カリキュラム
連携

令和６年１月29日医師養成過程を通じた医師の偏在対策等に関する検討会 資料
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医師少数区域等で勤務した医師を認定する制度について医師少数区域等で勤務した医師を認定する制度について

申請に基づき、厚生労働大臣が
医師少数区域等における医療に
関する経験を認定

厚生労働省

○ 医師少数区域等における勤務の促進のため、医師少数区域等に一定期間勤務し、その中で医師少数区域等に
おける医療の提供のために必要な業務を行った者を厚生労働大臣が認定する。

申請
認定

【申請内容】
○ 勤務した医療機関名と所在地
○ 勤務した期間
○ 業務内容
等

申請の際には、医師少数区域等での
医師の勤務状況に対する認定制度の影
響を測るため、認定の対象となる勤務の
直前の勤務地等についても申告する。

認定医師等に対するインセンティブ

①一定の病院の管理者としての評価
• 地域医療支援病院の管理者は、認定医師でなければならないこととする。
（2020年度以降に臨床研修を開始した医師を管理者とする場合に限る。）

②認定医師に対する経済的インセンティブ
• 認定を取得した医師が医師少数区域等で診療を実施する際の医療レベルの向上や取得している資格等の維持に係る経費（研修受
講料、旅費等）について支援を行う。

認定に必要な勤務期間や業務内容

※１ 医師免許取得後9年以上経過していない
場合は、原則として連続した勤務（妊娠・出産
等による中断は可）とするが、 9年以上経過し
た場合は、断続的な勤務の積算も可。 医師少数区域等の医療機関

＜認定に必要な業務＞
(1)個々の患者の生活状況を考慮し、幅広い病態に対応する継続的な診療及び
保健指導（患者の専門的な医療機関への受診の必要性の判断を含む。）
地域の患者への継続的な診療
診療時間外の患者の急変時の対応
在宅医療 等

(2)他の医療機関や、介護・福祉事業者者等との連携
地域ケア会議や退院カンファレンス等への参加 等

(3)地域住民に対する健康診査や保健指導等の地域保健活動
健康診査や保健指導等の実施 等

医師少数区域等における
６ヵ月以上※１の勤務※２

医師
※２ 認定の対象となるのは、2020年度以降の
勤務とする。（臨床研修中の期間を除く。）

令和６年１月29日医師養成過程を通じた医師の偏在対策等に関する検討会 資料
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外来医療機能に関する情報の可視化
○ 地域ごとの外来医療機能の偏在・不足等の客観的な把握を行うために、診療所の医師の
多寡を外来医師偏在指標として可視化。

○ 外来医療については、無床診療所の開設状況が都市部に偏っていること、診療所における診療科の専門分化が進んでいること、救急
医療提供体制の構築等の医療機関間の連携の取組が、個々の医療機関の自主的な取組に委ねられていること、等の状況にある。

○ それを踏まえ、 「医療従事者の需給に関する検討会 医師需給分科会 第２次中間取りまとめ」において、外来医療機能に関する
情報の可視化、外来医療機能に関する協議の場の設置等の枠組みが必要とされ、また、医療法上、医療計画において外来医療に
係る医療提供体制の確保に関する事項（以下、「外来医療計画」）が追加されることとなった。

外来医師偏在指標を活用した地域における外来医療機能の不足・偏在等への対応外来医師偏在指標を活用した地域における外来医療機能の不足・偏在等への対応

地域の人口

標準化診療所医師数

× 地域の標準化受療率比
10万

×地域の診療所の外来患者対応割合

外来医師偏在指標 ＝

外来医療機能に関する協議及び協議を踏まえた取組
○ 地域ごとにどのような外来医療機能が不足しているか議論を行う、協議の場を設置。
※ 地域医療構想調整会議を活用することも可能。 ※ 原則として二次医療圏ごとに協議の場を設置することとするが、必要に応じて市区町村単位等での議論が必要なものについては、別途ワーキンググループ等を設置することも可能。

○ 少なくとも外来医師多数区域においては、新規開業希望者に対して、協議の内容を踏まえて、初期救急（夜間・休日の診療）、在宅医療、公衆衛生（学校医、産業
医、予防接種等）等の地域に必要とされる医療機能を担うよう求める。

※ 医師偏在指標と同様、医療ニーズ及び人口・人口構成とその変化、患者の流出入、へき地などの地理的条件、
医師の性別・年齢分布、医師偏在の単位の５要素を考慮して算定。

○ 外来医療計画の実効性を確保するための方策例

経緯

○ 外来医師偏在指標の上位33.3％に該当する二次医療圏を、外来医師多数区域と設定。

新規開業希望者等に対する情報提供
○ 外来医師偏在指標及び、外来医師多数区域である二次医療圏の情
報を、医療機関のマッピングに関する情報等、開業に当たって参考となる
データと併せて公表し、新規開業希望者等に情報提供。
※ 都道府県のホームページに掲載するほか、様々な機会を捉えて周知する等、新規開業希望者
等が容易に情報にアクセスできる工夫が必要。また、適宜更新を行う等、質の担保を行う必要
もある。

※ 新規開業者の資金調達を担う金融機関等にも情報提供を行うことが有効と考えられる。

・ 新規開業希望者が開業届出様式を入手する機会を捉え、地域における地域の外来医療機能の方針について情報提供
・ 届出様式に、地域で定める不足医療機能を担うことへの合意欄を設け、協議の場で確認
・ 合意欄への記載が無いなど、新規開業者が外来医療機能の方針に従わない場合、新規開業者に対し、臨時の協議の場への出席要請を行う
・ 臨時の協議の場において、構成員と新規開業者で行った協議内容を公表 等

第 １ 回 第 ８ 次 医 療 計 画
等 に 関 す る 検 討 会
令 和 ３ 年 ６ 月 1 ８ 日

資料
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国
消費税財源活用



੨

市町村計画
（基金事業計画）



ਿ


都道府県計画
(基金事業計画)

基金
※国と都道府県の

負担割合２／３、 １／３
（Ⅰ-2 については国10/10）

申
請

事業者等（医療機関、介護サービス事業所等）

交
付

交付

地域医療介護総合確保基金

交付
提出

交付
提出

申請

地域医療介護総合確保基金の対象事業

都道府県計画及び市町村計画（基金事業計画）

○ 基金に関する基本的事項
・公正かつ透明なプロセスの確保（関係者の意見を反映させる仕組みの整備）
・事業主体間の公平性など公正性・透明性の確保
・診療報酬・介護報酬等との役割分担

○ 都道府県計画及び市町村計画の基本的な記載事項
医療介護総合確保区域の設定※1 ／ 目標と計画期間（原則１年間） ／
事業の内容、費用の額等 ／ 事業の評価方法※2

※1 都道府県は、二次医療圏及び老人福祉圏域を念頭に置きつつ、地域の実情を
踏まえて設定。市町村は、日常生活圏域を念頭に設定。

※2 都道府県は、市町村の協力を得つつ、事業の事後評価等を実施
国は都道府県の事業を検証し、基金の配分等に活用

○ 都道府県は市町村計画の事業をとりまとめて、都道府県計画を作成

○ 団塊の世代が75歳以上となる2025年を展望すれば、病床の機能分化・連携、在宅医療・介護の推進、医療・介護従事者の
確保・勤務環境の改善等、「効率的かつ質の高い医療提供体制の構築」と「地域包括ケアシステムの構築」が急務の課題。

○ このため、平成26年度から消費税増収分等を活用した財政支援制度（地域医療介護総合確保基金）を創設し、各都道府県
に設置。各都道府県は、都道府県計画を作成し、当該計画に基づき事業を実施。

令和６年度予算額：公費で1,553億円
（医療分 1,029億円、介護分 524億円）

Ⅰ-１ 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業

Ⅰ-２ 地域医療構想の達成に向けた病床の機能又は病床数の変更に関する事業

Ⅱ 居宅等における医療の提供に関する事業

Ⅲ 介護施設等の整備に関する事業（地域密着型サービス等）

Ⅳ 医療従事者の確保に関する事業

Ⅴ 介護従事者の確保に関する事業

Ⅵ 勤務医の労働時間短縮に向けた体制の整備に関する事業
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地域医療対策協議会における医師派遣実績について

○ 地域医療対策協議会における医師派遣実績

※ 令和４年４月１日～令和５年３月３１日に派遣を開始した実績

小計その他の地域医師不足地域
4,1121,9482,164常勤医師
14612134非常勤医師

4,2581,9602,298小計

地域医療対策協議会における医師派遣実績

修学資金非貸与の地域枠医師 95人

派遣された医師の類型

修学資金貸付対象医師 3,154人

自治医科大学卒業医師 773人

ドクターバンク等によるあっせん医師 53人
その他 158人

計4,258 人

「医師不足地域」とは、医師少数区域、医師少数スポット、へき地、離島、その他都道府県が医師不足と考える地域を指す。

• 派遣された4,258人のうち、2,298人(54%)
が医師不足地域に派遣されている。

• 派遣された4,258人のうち、3,927人(92%)
が修学資金貸付対象医師・自治医大卒業

医師となっている。

• 今後、修学資金貸付対象医師等の増加が

見込まれるため、更なる医師派遣の増加

が見込まれる。

修学資金貸付対象医師や
自治医大卒業医師などの
キャリア形成プログラム適用
医師は、地域での従事期
間である9年間のうち4年間
は医師少数区域等で勤務
することとされている0

2,000

4,000

6,000

R3 R4 R5

派遣人数（常勤換算）

医師不足地域 その他

（医師少数区域：1,434人）（医師少数スポット：385人）（へき地：232人）（離島：118人）
（その他都道府県が医師不足と考える地域：456人）※重複項目あり

寄附講座による派遣医師 25人
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③ 修学資金が貸与

されていない

地域枠医師

キャリア形成プログラムの適用者について

3,959 

201 
488 
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○ キャリア形成プログラムの対象者は、「キャリア形成プログラム運用指針」において、次に掲げる者を対象としている
①都道府県が修学資金を貸与した地域枠医師
②市町村、大学等が修学資金を貸与した地域枠医師
③修学資金が貸与されていない地域枠医師
④自治医科大学を卒業した医師
⑤その他キャリア形成プログラムの適用を希望する医師

※ 都道府県は、①④⑤に対し、その者の同意を得て当該プログラムを適用しなければならない（ただし、④については、平成31年度以降に同大学の
医学部に入学した者に限る者とし、それ以前の入学者については、その者の同意を得て当該プログラムを適用するよう努めるものとする）

※ 都道府県は、②③に対し、その者の同意を得て当該プログラムを適用するよう努めなければならない
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• キャリア形成プログラムの適用者のうち3,959人（82％）は都道府県が修学資金を貸与した地域枠

医師であり、キャリア形成プログラム適用医師の総数は増加傾向である。 111
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第７次医師確保計画を通じた目標達成状況

・医師偏在是正の目標年である2036年に向けて、第７次医師確保計画では、当該計画期間中（2020
～2023年度）に、医師偏在指標が下位1/3である医師少数県や医師少数区域が、当該下位1/3基準値
に達することを目標としていた。

・第８次（前期）医師確保計画（2024～2026年度）の策定に向けて、新たな医師偏在指標を算出し
ており、新旧の医師偏在指標を比較し、目標の達成状況を示す。

●医師少数県における目標の達成状況

●医師少数区域における目標の達成状況

医師少数県においては、第７次医師確保計画終了時（2023年度）までに当該計画開始時（2020年度）の医師偏在指標の下位1/3基準

値に達することを目標としていた。達成状況は以下のとおり。

医師少数区域においては、第７次医師確保計画終了時（2023年度）までに当該計画開始時（2020年度）の医師偏在指標の下位1/3基

準値に達することを目標としていた。達成状況は以下のとおり。

16県医師少数県
目標を達成した医師少数県

6県
（38%）

105区域医師少数区域
目標を達成した医師少数区域

43区域
（41%）

※ 医療圏の見直し（８→３）を行った秋田県を除いて比較。 112
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２．研究医枠の概要
研究医枠の概要研究医枠の概要

○ 平成22年度より、「経済財政改革の基本方針2009」を踏まえ、複数大学の連携によるコンソー
シアムを形成し、研究医養成の観点から卒後・大学院教育を一貫して見通した特別コース（増員
数の倍以上）を設定し適切に履修者を確保すること等を要件とする「研究医枠」の臨時定員増を
開始した。

入試段階で学生を選抜する地域枠と異なり、特定の年次に選抜を
行う一貫した特別コースを通じて、研究医養成を図る。

「特別コース」とは「特別コース」とは

○ 養成・確保の一貫した取組を通じて研究医の確実な定着を図るため、特定の年次に編入学
者の選抜や学内選抜の上、学部・大学院教育を一貫して見通した研究者養成のための重点的
プログラム。

○ 大学ごとに取組内容は異なるが、例えば、
・大学院進学のコースとして、MD-PhDコースや、臨床研修と並行した進学コースの設定
・研究医を志す学生ための特別な入学者選抜
・特別コース開始前のプレプログラムの実施
・研究医としてのキャリア支援（常勤ポストの設定等）
などの取組を組み合わせながら、各大学で研究医養成を図っている。
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・昭和57年及び平成９年の閣議決定に基づき、医師過剰の懸念から医学部定員を抑制。
・平成22年度より、「経済財政改革の基本方針2009」を踏まえ、地域枠、研究医枠、歯学部振替枠により臨時的な定員増を開始。
・研究医枠は、他大学と連携し基礎医学及び社会医学に関する優れた研究者の養成を重点的に担おうとする場合に限り、３名以内の
定員増を認めるもの。

研究医枠について

東北大
千葉大
東京大
東京医歯大
名古屋大
京都大
大阪大
神戸大

山口大
長崎大
奈良医大
埼玉医大
順天堂大
金沢医大
関西医大
兵庫医大

令和６年度研究医枠設置大学

計 16大学

研究医枠の推移定員
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（過去の最大）


